
魯・ 区政経発第033曲⑬王暑

同王成ユ9勾玉3月自0目

各都道府県衛生…1≡警部（周）筆　殿

厚生労働省医政局経済課

ζ病院、診療所讐の業務委託についてjの一部改正について（過熱）

　標記については、碗院、診療所讐の業務委託について」（平成5年2月王5

目指第ユ4号厚生省健康政策局指導課長過熱。以下r平成5年課長通知」とい

う。）によ珍敢り扱われていると＝ころである．が、今般、平成5年課犀連劫の一部

を下記五のとおり・敬歪することとした。それら一の概要は下記2一のとおりである

ので、管下獲僚機関に周知方お願いすると共に、その運用に遺憾なきを期され

たい。

　なお、本通卸の施行類目は平成19年4月王目とする。

1　平成5牢課長運矩の一部改正について

　　平成5年譲蓑通知の一部を別添のとおり敏正する。

2　改正の穣要

（ユ）患者讐の寝具類の洗濯の業務

　　医療蟹違サー・どメ基本調題検討会において、・寝異類洗濯専門部会によ

　り取りまとめられたr寝異類洗濯業務におけるオゾンガス消毒に題する

　報告書jが了承されたことを踏まえ、愚者等の寝異類を受託事藁着が消

　毒する方法として、薪走にオゾンガス1とよる消毒方法を追カ目することと

　した邊



　事だ、これに偉い、ギ感染？危険のある寝具類におけるオゾンガス消毒

につ吾、て」（平成19年§層30貿区政経発第0330002号厚生労働省医政

局経済課長通知）により、ギオゾンガス消毒における留意事項」を定める

こととした。

（2）麓設の清掃の業務

　　　r医療法施行現員善の一部を改正する省令」．（平成19年3層30妻厚生

　労働省令第39号）の施行により、受託事業者による保有が必須となっ

　ている消毒を行うための噴霧器が削除されることに偉い、溝掃の方法に

　関する競走を改めることとした。

（3）その他蕨要の改正



病院、診療所等の業務委託について
（平成五年二男」五目）

　　　　（指第一型号）

第一　受託者の選定について
　　　令第四条の七の各号に掲げら抗狂叢群にっいてはこ財鰯法人医療関達サー．

　　ビス振興会派医療関連サ』ビスマ』．ク制度を設け、財観法人医療関連サービ

　　ス振興会ボ定める認憲基準を瀦たした者…こ対して、医療国連サ二どスマニク

　　を交付することとしているところであるが、厚生労働省令で定める基準に遼
　　合して．いる者であれば、医療機関讐が同サーどスマークの麦付を受けていな

　　い一ものに委誌することは窪し支えないものであること。

第二　病院又は診療所内で行う検体検査の業務1こっいて（令第四条の七第一号蘭

　　係）

一王　受託者め業務の実麓方法等’。

　　（1）襲係法耀の遵守

　　　　　受託者は、獲療法、医師法及び臨床検査技鰯等に関する法律を遵守す．

　　　　ること。

　　（2）受託責任書の業務

　　　　　撃託責任者は、病院又は診療所内の施設において常勤し・要常的に行

　　　　う精度管理を含む検体検査桑務の指導監督及δ従事者の労務管理、研修

　　　　・記11練、健康管理等を行うこ’と二

　　（3）修業自誌の作成と保春
　　　　　受託者は、標準作業書に記載された作業冒誌の記入要額に従い、次に

　　　・掲げる作業員誌を作碑し・委託元である医療機関から開示の求めがあっ

　　　　．た場合には、速やかに提示できるように整備しておくとともに、各作業

　　　　日誌は少栓くとも二二年間傑存すること。

　　　　　また、当該作業胃誌の具体的記載事項、作成上の留意事項及び保存方

　　　・法は、聴尿検査技師、衛生検壷技師讐に関する法樺施行現員著の一部を

　　　　改正する省令の瀧行について（昭和六十］年四月十五日付け健敦発第二

　　　　六二号厚生省健康政策局長通知）」別添の衛隻検査蕨指導要領（以下嘩

　　　　生検査蕨指導要擾」という蓼）に準ずるものとすること。

　　　　①検体受付及ぴ体分作業日誌

　　　　②血清分離作業肩誌

　　　　③検査機器保守響理作業日誌

　　　　④測定作業員誌
　　　　　奪お、血清分離を請負わない場合にあっては、血清分離作業員誌を作

　　　　成することは要しないこと。ま走、血蒲分離のみを請負う場合にあって

　　　　は、検体受付及ぴ仕分作業費誌滋びに測定作業胃誌を作成することは要
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　しないこと訂

（4）台帳の作蔵と保存．

　　受託者は、次に動ずる台帳を作成し、医療機関から開示の求めがあっ

　た場合には、速やかに提示できるように整備しておくとともに、各台帳
　ぽ少なくとも二年闘保存するこ1と。

　　また・各台帳の具体約記載膚容、作成上g留意事項及び保葎方勘ま、

　衛生検査蕨指導要領に準ずるものとすること。

　①一委託検査管理台．帳

　②　試薬管理台帳

　．③　統計学的糖度管理台帳

　④外部鰭度管理台帳
　⑤検査結果報告台緩。
　⑥　昔鰭処理台帳
　　なお、血清分離のみを請負う場合1こ亭っては、試薬管理台纏、統計学

　的精度管麗台帳及び外部結度管理台帳を作成寺ることは要しないこと。

（5）精痩管理

　　受託者は、衛受検査所指導要領に準じて内部精度管理を実施するとと

　も1こ、栓国法人日本医節会讐が行う殊部精度管理調査に年一固以上参加

　するこ・と。ただし、血清分離のみを請負う場合にあっては、・外部精慶管

　理調査に必ずしも参加する必要はないこと二

（6）再委託

　　受託者は、受託者が自ら行い得る範顕の検体検査業務を諾負うことが

　望ましいが、病院又は診療蕨内の受託施設から検体検査業務の一部を外
　部に委託する場合にあっては、当該業務の受’託者の名称を契約上明示す一

　ること。

窪僚機関の対癒

（ユ）医療機関の管理体制．

　　医療機襲は、当該業務カ漉切に行われ」ているか否かの確認及び内部精

　慶管理の実麹が適切．に行われているか否かの確認を行う必要があるの
　で、業務責任者を選任し、・委託した業務の改善讐に関して隻託責任者と

　定期的に、また、必要な場合には随時、笛議を行わせることが望ましい一

　こと。

　　、なお・一業務責任者は・医療機開内で行われる検体検査業務が適切かっ

　効率的1こ実施されるよう統括管理する者とし、検査業務に蘭して相幾の

　知識及び経験を有する医自頑、臨床検査技師、衛生検牽技師であること。

（2）獲僚機灘と受託者との連携

　　医療機関は、業務遂行上必要な注意を琴たし得るよう、．定期．的に、ま

　た、一必要凌場合には随時、医療機開と受託者による委託業務の運営のだ

　めの会合を開催する栓ど、受託着と十分校連携を図ること由

（3）休日・夜間讐1こおける検体検蓋の業務の体制
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　　　　医療機関は、休’自・夜間讐の緊急を要する場合には、一自ら検体検査の

　　　業務を実旛できる体制をとる必要があるので二受託着が検査用機械器具

　　　・試薬等を所有している場合にあって一は、医療機関も健用できる交う、

　　　契約により損保すること。

3　委託契約。

　　契約文劃こついては、別紙1のそデル契約書を参考にされたい」こと。

4　代行保護

　　契約者は、何らかの事情により、受託業務の遂行が国難となった場合の業

務の継続性・安定僅を捜俣することがで．きる体制を整備しておくこと。

第三　医療機器等の滅菌消毒の業務について（令第四条の七第二号麗係）

　　ユ　受託者の業務の実施方法讐

　　　（1）管理休鰯

　　　　　受託責任者は、従事着の資質を繭土させ、受託業務を的確かつ安全1こ

　　　　行うため、従事者の凝修計画を立てるとともに、．新規採用の職員につい

　　　　ては、講習及び実習により、次に揚げる事項を含む十分な研修を行った

　　　　後で業務を行わせること。

　　　　ア　滅菌漕毒の意義と効果

　　　　イ　感染の予断と主な感染症

　　　　ウ　取扱う医療機器讐の名称と機能

　　　　工　滅菌消毒機器の名称・と使用質的

　　　（2）医療機器讐の消毒、洗浄及び包装

　　　ア　消毒が行われる前の医療機器奪を仕分する侮業に従事する蓄は、ゴム

　　　　手袋、．マスク、帽子展びガウンなど滋切疲防護用具を着用するな・ど、騒

　　　　療機器等からの感染に十分に注意すること。

　　　イ　消毒薬によっては、冷暗所に密封などを行って適切に保存するととも

　　　　に、開封年月目及ぴ有効魏限牽確認すること。
　　　ウ　医療機器等の村費ごと里こ分別して洗浄を行い、すすきの際は、一純水、

　　　　水道水馨め清浄な水で行うこと。

　　　工　医療機器讐は適切に包装してから滅菌すること。

　　　（3）医療機器緯の滅藤

　　　ア　滅藤機器が正覚に搾動してい季ことを確議するため、滅菌鱒には、減

　　　　繭機器内の温度、ガス濃度、圧力讐をチェックすること。

　　　イ　滅菌機器’榊こは乾燥させた一医療機器讐を入れ、滅菌機器の容積一杯に

　　　　詰め込まないこと。

　　　　ウ　エチレンオキシドガス滅菌の実施に当たっては、エアレ㎞ションを十

　　　　分行うなど、医療機器等の安全性の確保及び作業環境の汚染防止に留意

’　　　　すること。

　　　（4）滅菌済の確認と表示

　　　ア　化学的叉は理学的インジケーターによる滅菌済の確認は、包装ごとに
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　インジケーターを鰭付・挿入し、滅菌を実施するごとに行うこと。さら．

　に；インジケ』ターを飽裟したキ三タ』パックを炸戚し、滅菌機器内の

　蒸気及．びガスが連gにくい位餐に餐くことにより．、滅菌機器内での滅菌’

　条件を確認し記録すること。なお、当該インジケーターの変亀条件を十

　分把握．した上で確留すること。

イ　生物学的インジケーターによる滅蓑湊の確認は、滅菌機器ごとに少な

　くとも週の最初の機器健濡蒔に行うこと。その際は、インジケータニを

　包装したモニターパツークを滅菌器内の蒸気、ガスが通りにくいと考えら

　れる蕨に数か所置くこと．。

．ウ　滅菌済の曝僚機籍馨には、魯装ごとに、滅菌を行った施設の名称、滅

　菌を行らだ年月目、滅菌を行った機器及む機器ごとの実施順序が判別で

　きるよう表示すること。．

（5）滅菌済の医療機器等の整理・線管

　　一保管室にみだりに立ち入らないようにするため、その旨を表示するこ
　と。また、保管室で作業1こ当たる者は、專用のガーウン、鰯子及び轍を着

　周した上で線管室に入ること。

（6〉連機

ア　農僚機器欝の運搬に用いる車両は、月二固以上治毒するなど車内の清

　潔を確保すること。

　　ただし、医療機襲において使用済の医療機器讐の運搬に用いる運搬台

　一車等は、停滞の翻崖消毒を行うなど清潔を確保すること。

イ　医療機藷讐の運搬は、専用の密閉笹、防水性及び耐實愚性の容鑑（以一

　下『運搬容器jという。）によ珍運搬すること。

　　ただし、医療機関において滅菌消毒済の医療機器筈を運搬する場合ヤ

　あって、滅欝バッグ緯を僅周するこζにより医療機器等が清潔に運搬さ

　れると認められる場合は、この限りでないこと。

ウ　健用済の医療機静等と滅餓璋講済ρ医療機器等は別の運搬容器に入

　れ、使用湊か滅菌消毒済かを容易に識別で去る上うに運搬容器に表示す

　ること。
工　感染症恵者に凌馬．した医療機器讐は、消毒処理漆施されていても他の

　ものとは別の運搬容劉こ入れ、その旨を表示することρ
オ　運搬容器は、使用の都度消毒する巷ど清潔に俣つこと。

カ　医療機馴ζおいて滅菌消毒繁務を行う塩含は、・交文感染防登の配慮が

　なさ・れた圓妓ルート、運搬ルート及びネケジューノシ等が確立されている．

　こと。

　　また、使用済の医療機器等を回収する作熱こ従事する者は、ゴム手袋、

　マスク、中国子及びガウンなど適切な防護溌奥を着用すること。

（7）作業日誌讐

ア　受取・引渡記録

　　受取・引導記録には、作業年月臥委託元の名称、敢扱い医療機籍簿
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　　　の品目と数量及び搾業麹当者名が記載されていること。

　　　　ただレ・医療機劇こおいて滅菌消毒業務を行う場合は・委託率の名称

　　　を省酪して差し支えないこと。

　イ　滅菌業務作業日誌　　　　一　　　一

　　　滅菌業務作業員誌には、作業年月目、使用滅菌機器、滅菌開始時勲、．

　　委託元別の医療機器等の品目と数量及び作業担当者名が滅菌を行うこと

　　　に記載されていること。併せて、滅菌機器内の酵間、温度、ガス濃度、

　　圧力等の記錘が買占付され、滅菌の確認記録としては、モニターパック内

　　　の化学的又は理学的インジケーターが雛付され、生物学的インジケー’タ

　　一によ亭判定が記載されていること。

　　　　ただし、医療機関において滅菌摘毒業務を行う場合は、委託元の名稼

　　　を省略して髪し支えない一こと。

　　ウ　滅菌消毒機器保守点検碓業記録　　　　　　　　｝

　　　滅菌瀦毒機器保守、寂検作業記録には、滅菌消議機籍ごとに、常時及ぴ
　　　定期釣に行う鋒守点検作業について、保守点検項目、作業年月目及び魚

　　検閲靖・終了時刻並びに点検作業考名．が記載されているとともに、保守

　　　、点検業者による繰守点検結果が記録されていること。

　（8）1従事蓄の健康管理

　　　　労働安全衛生法（昭穂四十七年法律第五十七号）に基づき定期健康診一

　　断を実施するとともに、B型肝炎ウイルスの検査を薪艦採扇時及び年一

　　　回以上行うこと。また、エチレン素キシドガス濃度の作業環境測定は六

　　　月以内に一回定期的に行うこと。

2　獲僚機関の対応

　　医療機関は、委託する業務に関する最終的責任は医療機開にあるとの認識

の下に、滅蔚消毒現場の課題を識識し、業務を委託する目的を明確にする．と

．．とも。に、受託者との必要な調整及び受託者に対す一る必要匁指示を行うこと。

3　感染のおそれのある一区輝機器讐め枠理

　感染症の予防及び感染症の患者た対する医療に関する法律（平成斗等法律

第倉十四号）第六条第二項から第六項までに規憲する感染症の病原体によ．り

汚染されている医療機器讐（汚染されているおそれのある医療機器讐を含

む。）以外の感染のおそれがある医療機籍讐は、医療機襲内において感染予

　防のために必要な処襲を行った土で、委託すること。

　　ただし・医療機鰍こおいて滅師肖毒業務を行う揚含であ・って・運搬容劉と

　よる運搬俸制及び防護服の着用讐による作業体制を確立している場合は、こ

　の限りでないこと。

4　委託契約
　　医療機開が滅菌消義業務を委託する場合には、その契約内容、擾僚機関と

受託者との業務分損、経費負担及び次に揚げる事項を明確にした契約書を駁

　一つ交わすこと邊

　①　受託者に対して、医療機関側から必要な資料の提竃を求めることができ

　　　　　　　　　　　　　　　　一5・



　ること。

②　受託審が契約書で定めた事項を誠実一に履行しないと医療機関が認めたと

　きその働受託者が適正な滅菌消毒拠饗を確保する上で支障となる行為を行

　ったときは、契約期鰯中であっても医療機麗側において契約を解除できる

　こと。

　なお、契約文書については、男臓2一旦又は2－2のモデル契約書を参考
にされたいこと。

第四

　！

患者等の食事の鍵僕の業務について（令弟囚条の七第三号開係）

受託著の業務の一般酌な実施方法

（1）受託責任者

　　構えるべき榎票

　　受託責任者が業務を行う場所に備え、開示できるように整えておくべ

　き帳票は、以下のとおりであること。

　①一業務の標準作業諦国書

　②受託業務従事者名簿及び勤務奉
　③　受託業務日誌

　④　受託している業務に関して行政による病院への立入鐘査の際、病続

　　が提出を求められる帳票・

　⑤　調理讐の機器の取り扱い要領及び緊急修襲案内書

　⑥病院からの擢示と、その指示への対応鰭巣を示す緩裏
（2）従事者の聯鰺

　　従事着あ研修として実施すべき事項であるr食中毒と感染・症の予防に

　窮する基礎知識jの中には、躍ACCPに関する一基礎知識も含まれるも

　のであること邊

　　．また、r従事者の日常酌な縫康の自己管饗」の中には、A型肝炎、麗
　管出血性大陽菌等比較的奉近見られるヰうに被った食品に起因する疾病

　の予防方法に関する熱誠も含婁れるものであること。

院外調理における衛生管嚢

（ユ）衛生面での安全確保

　　食事の運搬方式について、原則として、冷蔵．（三℃映す）若しくは冷

　凍（マイナスー八博以下）状態を保つこととされているのぱ、食中毒等、

　愛晶に起因する危害の発生を防止するためであること。したがって、運

　搬蒔に限らず、調理時から喫食蒔まで衛生管劉こは万全を期すべく努め

　る必要があること。

（2）．調聾方式

　　一奉者等の食事の提供の．繁務一（以下．r患者給食業務」という。）を病院

　外の調理カ鶉工施設を偉用して行う場合の調理方式としては、クックチル、

　クックフリーズ、ク．ツクサーブ及び真空調理（真空パック）の四方式が

　あること。
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　　一なお、院外調理による息巻給食繁務を行う・場合にあっては、常温（一

　〇℃以上、六〇℃未満）での運搬は衛生面での本安が払拭で亭帥、こと

　から、クックチル、クックフリーズ又は糞空調理（真空パック）が原則

　であり、クックサーブを行う場合には、調理カ実工施設が病院に逓接して
　いるこ二とが原貝暮であるが一、この場合にあっても競AC　C　Pの概．念に塞づ

　く・適切な衛生菅嚢が行われている必要があること。

　ア　クックチル
　　　クックチルと一は、食材を加熱調襲後、冷水又は冷風により急速冷去県

　　（九○分以内に中心温度三。c以下まで冷劃）を行い、冷蔵（三℃以下）

　　；こより運搬、保管し、提供時に再加熱（・中心温度七五℃以上で一分間

　　．以上）して提供することを前鐸とした調理方法又はこれと同簿以上め

　　衛生管理の配慮がされた調理方法であること。一

　イ　クックフー一リーズ

　　　クックフリーズとは、食材を瀬勢調擾後、急速葦こ冷凍し、冷凍（マ

　　イナスー八℃以下）により運搬、保管のうえ、一撮僕酵1と再加熱（中心’

　　温度七五℃以よで一分間以上）して提鋲することを蔀援とした調理方

　　法又はこれと同書以上の衛生管理の配慮が凌された調理方法であるこ

　　と。

　ウ　クックサーブ

　　　クックサーブとは、食材を掬勢調理後、冷凍又は冷蔵せずに運搬し、

　　速やかに提供することを範提とした調理方法であること。
　工　莫；空調理茎（；糞；空ノくック）

　　　真空調理（真変パック）とは、食材を真空包装のうえ低温にてカ邊熱

　　調理後、急速に冷却又は冷凍して、冷蔵又は冷凍により運搬、保管し、

　　提鋲酵に毒加熱（中心温度七五℃以上で一分聞以上）して提僕するこ

　　とを前提’とした調理方法又はこれと同讐以上g衛生管理の配慮がなさ．

　　れた調理方法であること一。

（3）HA　C　C　Pの概念に珪づく衛生管理

　ア　貫AC　C　P
　　　HACC？（危害分析重要管理点）とは、衛生管理を行うためあ手法一

　　であり、事業着自らが食品の製造（調理）工程で衛生上の危・害の発生

　　するおそれのあるすべての工程を特定し、必要な奏会対策を重、煮的1こ

　　講じることをいうものであること。

　イ．亘ACC　Pによる適切な衛生管嚢の実施

　　　患者絵食業務においては、院外調理に限らず、常に適切な衛生管理
　　が行われている必要牢あるが、患者絵金の特殊性に錐み、特に大量調

　　理を行う場合については、食中毒の大量発隻讐を危惧されること．から、

　　より厳磁な衛生管理が求められるものであること。このため、院外調

　　理においては、HACCPの観念に基づく衛一生管理が重要であること。

　　　珊A　C　C　Pの概念に基づく衛生讐理奉行うに当たっては、ゴ大規模一
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　　食中毒対策割こっいてj（平成九年三月二十購目付け衛食第八五丹生

　　活衛生局長通知）が通知されたところであり、これに留意する必要が

　　あるが、蔚竈還矧こ定められた重要管理事項以外に、危害分析の結果、

　　重要管理点を必要に応じて定めること。この場合には、蔵AC　C　Pに

　　基づき必要准衛生管理を行うこと。

　　　なお、院外調理に限らず、病院内の給食施設を用いて譲襲を行う従
　　歳の業務形態においても、HAC　C　Pの導入による衛生管襲の充実は

　　望ましザものであることに留意されたいこと。

　ウ　標準作業書

　　　適頓な衛生管理の実施を図るためには、標準作業書はHACCPの
　　概念に華づいて作成されたものであること。

（4）食事の運搬及び保管方法

　ア　食品の保存
　　　運搬及び保管中め食品については、次の①から④の基準により保存

　　すること。

　　①壷艦晶、解凍晶及び調嚢加コニ後に冷蔵した食品については、中心

　　　温漢三氾以下で保存すること。

　　②冷凍された食品については、中心温度マイナスー八℃以下の均一
　　　な温度で保存すること。なお、運搬送刺こおける三℃以内の変動は

　　　差し支えないものとすること。
　　③調理加工された食品は、冷蔵（三℃以下）文律冷凍（マイナスニ

　　　八℃以下）妖態で保存することが原則であるが、．中心温度が木五℃

　　　以上に爆たれている場合には、この限りではないこと。ただし、こ

　　　の場合には調理終了後から喫食裏での時間が二跨闘を超えてはなら

　　　ないこと。

　　④鴬濃での保存が可詣な食品については、製造者はあらかじめ保存

　　　すべき温度を定め、その温度で保移すること。

　イ　短装
　　　十分に保護するような包装がなされてい栓い限り、食品を汚染させ

　　る可能性があるもめ叉は衛生上影響を与える可能性があるものと共に

　　食品を保管又は運搬してはならないこと。

　ウ　書籍及び器具
　　　食品の運搬に用いる容器犀び器具ぽ清潔なものを用いること。容器

　　の内面は、食品に悪影響牽与えないよう仕上げられており、平滑かっ

　　洗浄消毒が容易な構造であること。

　　　また、食品を損傷又は汚染するおそれのあるものの運搬に使馬した

　　容器及び器具は、十分に洗浄消毒しない限り用いてはならないこと。

　工　車両
　　　食品の運搬に飼いる車両は、清潔なものであって、運殻亭の全期間

　　を通じて各食品毎に規定された温度で維持できる設備が備えられてい
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　　　　ること。また、冷去竈に氷を使用している場合にあっては、一その氷から

　　　　解けた永が食品に接触しないよう鋳水装置が設けられていること。

3　病院の対応
　（ユ）糧当者一

　　　　病院は、患者讐の食事の提供が治療の一環であり、患者の栄養管理が

　　　医学的管理の基礎であることを踏まえた上で、当該業務の重要性を認識

　　　し、かつ専門技術を備えた者を捜幾着に選憲し、業務の円滑猿運営のだ

　　　めに受託責任者と随時協議させる必要があること。

　（2）南定立表の萄窪壽蕾一　．　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　，

　　　・献立表の作成を委託する場合にあっては、病院の担当者は、雫託責任

　　　者に献立表作成基準を明示一するとともに、作成された織立表が基準を瀦

　　　たしていることを確認すること。

4　病院との契約

　（1）契約書

　　　　契約書に記載すべき事碩については・各病院ドおける個劉の事情に応

　　　じて、最も適切な内容とすることとし、全国あるいは各都道府県毎に一
　　　叡こ契約事項を定める必要はないことに留意すること。

　（2）業務案内害の提示

　　　　患者給食業務を行う者は業務案内書を整備し、患者絵食業務に廃して、

　　　病院に対して、契約を締結する餉こ提示するものとすること』

第五　患者等の搬送の業務について（令弟輿条の七第鰯号開係）

　ユ　受託者の業務の実施方法讐

　　（1）主治医との連携

　　　　　差治医に対レて・搬送用自動車の構造及び積載軍器材・従事者の撃質

　　　　等業務の内容を十分に説明し、主治医の判断に基づき患者等め獣態に応．

　　　　じた適切な搬送用自動車承び積載資籍柱並びに局棄者により業務を行う

　　　　こ1と。また、搬送途上において、患者等の容態が悪化した場合は主治医

　　　　に適切に報告し、主治婆の判断にしたがらて最寄りの医療機関に搬送す一

　　　　るなど、患者等に隷して適切な医療上の処置がなされるよう努めること。

　　（2）消防機開との連携

　　　　　受託者は、必要1こ応じ、消防機麗と連携を図ること。

　　（3）緊急睦の高い重篤思春の搬送について
　　　　　受託者については、従事者の知識・技能やその医療関係法上の制懸、

　　　　搬送車の積載資籍対等ξこより対応が限定されていること。また、嚢行制

　　　　度下では道路交通法上の緊急自動車として認められていない土となどか

　　　　ら、重篤な奉者であって緊急の医学的処置又は手術が必要と主治医にキ

　　　　り判断された患者の搬送を行うこと減姪ましくなく、病院が自ら行うな

　　　　ど適切に対処すること。

　　　（4）長距離搬送のためめ体鯛整備
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　　　　　　　長慶離の搬送を請負う場合には、響送途上での緊急事態1三対応セきる

　　　　　　よう、鎧発鑑の産賊の同乗を求めること。また、慶節が同乗しない場合

　　　　　　には、事諒に搬送経路に宮地する医療機関との間で、搬送車への医師の

　　　　　　一局乗や患者の受入れ等についての連携俸制を確立した上で業務を行うこ

　　　　　　と。

　　　　　　　また、一長優駿の搬送を請負ラ場合の搬送用自動車及びこれに積載する

　　　　　　資器材は、出発地からの震飾の同乗・の宿無にかかわらず医師の同乗を前

．　　　　提としたものとすること。

　　　　（5）作業記録

　　　　　　　受託者は1次に掲げる作業記録を作成すること。．

　　　　　　①　搬送記録

　　　　　　②搬送溺自動車・積載資器材の保守点検記録

　　　　（6）人員に関する事項

　　　　　　　摘防機関から聰者等搬送乗務員適任証jの交付を受けている者は、

　　　　　　規則第九条の十一第二号の「受託業務を行うために必要な鋼論及び技能

　　　　　　を有する者」に該当すること。

　　　　（7）構造・設備に関する事項．

　　　　　ア　規貝iJ第九条の十二第四号イに規憲する積載資器材は、搬送馬自動車ご

　　　　　　とに積載されていること。

　　　　　イ　医師が岡実する場合には、主治医の判断に基づいて患者の状態に応じ

　　　　　　た積載資器材を積載すること。このため、受託者は、規則第九条の十一

　　　　　　第四号口に規憲する積載資籍材を少なくξも一組香すること。

　　　　　ウ　瀦防機関から．r患暫欝搬送用自動車認定マーク」の交付を受けている

　　　　　　自動車は’、規貝。第九条の十一第三号のうち、イ、口、二及びホの要件一を

　　　　　　満たすこと。

　　　　’（8）従事者の研修に関する事項

　　　　　　　患者緯搬送事’業指導基準（平成元年十月四目付け消防救第一一六号消

　　　　　　紡庁救急救助課長連鋼）に定める定期講劉ま、規灘第九条の十一第七号

　　　　　　の畷頓な研修jに該当すること。

　　　2　医療機開の対応
　　　　　医療機関は、当該業務を委託するに際しては、受託者の有する搬送用自動
　　　　車、積載資籍瀞等吾こついて確認するとともに、患者の状態1ど応じた適切な搬．

　　　　送章、積載資藷稼及ぴ付き添いのために同乗する者並びに匿繭の同乗の必要

　　　　牲について、受託者に指示す。ること。

　　　　　また・感染のおそれのある患者の搬送を委託する場合にあっては・琴託者

　　　　の業務終ア後の摘窪の方法簿について繕示すること。．

第六　医療機器の保守慮検についてく令第四条の七第五号関係）

1　研修につ’いて

　一（ユ）研修の対象者

一王。一



　　　　　　現員口驚九・条の十二第五号に規定される従事者に対する研修の対象着に

　　　　一は、受託責任者も含まれるものセあること。ただし、受託責径者ではな

　　　　　い従事着に対する研修と受一計賓任者に対する研修とは、その内容は呉春

　　　　　るものであることに留意すること。

　　　（2）研修の内容
　　　　　　従事者に対する研修は、医輝機器の保守点検の業務を適酬こ行・うため

　　　　　に必要な知識及び技能の修得又熔向上を昌釣として行われるものであ

　　　　　り、次に掲げる事項を含むものであること。一

　　　　　①　蟹癌機襲の社会的役叡と組織

　　　　　②・医療機器の繰守点検吾こ関する保健、医療、福祉及ぴ保険の翻度

　　　　　③　医療機器の原理及び構遺（危険鋤又は有害物を使用する医療機器に

　　　　　．ついては、当該危険物又は有害物の取扱方法を含む。）一

　　　　　④　高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）、放毅蛙同位元素

　　　　　・割こよる放射線障害ρ騎士1こ関する法緯く昭和三十二千法律第官六十

　　　　　　七号）等安全管理関係法規

　　　　　⑤保守点検め方法．

’　　⑥緊急時の対応一・
　　　　　　また、患者の居宅等ドおいて、当該業務を行う場合には・次に掲げる

　　　　　事項に関する鋼識及び技能も含む研修であること。

　　　　　①一在宅駿索療法等窪宅医療に関する保健、医療、福祉及び保険の制度

　　　　　②　患者、家族讐との対応の方法

　　　　　③一一在宅酸素療法讐在宅療法の意拳
　　　（3）医療機器の区分による窃修の実施

　　　　　　従事者に対する研修は、薬事法施行規劫（昭爾三十六傘厚生省令第一’

　　　　　号）第百八十一条及び同視貝1j別表第二に基づき、「薬事法及び採血及ぴ

　　　　　供血あっせん業率締法の一部を改正する法律等の施行に伴う露僚機器修

　　　　　理業に係る運用割こついて（通知）」（平成十七年三月三十　日付薬食

　　　　　機発驚○三三一〇〇四号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機籍審査

　　　　　管理室長通知）によって示された修理区分の例にならい、第一区分か阜　．

　　　　　第九区分の餐区分毎に行うものとすること。ただし、息巻の居宅讐にお

　　　　　いてのみ当該業務を行う場合には、この限りではないこれ

　　　　　　なお、第五区分（光学機器・麗連）のうち歯科溺レーザー治療籍にっい

　　　　　ては、保守点検に限り、第七区分（歯群用機器関達）に分類して敢孕扱

　　　　　って差し支えないものとすること；

　　2　婆僚機関との契約

　　　（1）契約書
　　　　　　契約蓄に記載すべき事項について減、各医療機関における個別の事構

　　　　　に応じて、最も適切な内容とすることとし、全国あるいは各都道府県毎

　　　　　に一律に契約事項を定める必要はないことに留意すること。．

　　　（2）業務案内書の提示
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　保守一歳検業者；ま業務案内書を整備し、一医療機器の保守一点検業務に関し

て、医療機関等に対して、契約を締緒する前に提示するものとすること。

繁七　医療の用に供するガスの僕給設備g保守点検の繁務について（令第四条の

　　七第六号関係）

　ユ　受寵者の業拳の実施方法讐

　　（！）受託者の業務の実施方法

　　　　　受託着は、「診療の剛こ供するガス設備の保守管理についてj（昭和

　　　　六十三年七月十五目健政発第四一一○号厚生省健康政策局長通知）の別添一
　　　　2喰療ガスの保守点検指針」にしたがって、操守点検の業務を行うこ

　　　　と。

　　（2）従事者の研修に関する事項

　　　　　（財）医療機籍センターが行う医療ガス保安管・理韓術著講習会は、規

　　　　・劇第九条の十・三第六号のr適切な研修」に該当すること。

　2　委託契約
　　　契約文書については、別紙3のモデル契約書を参考にされたいこと。

舞人　患者讐の寝具類の洗濯の業務について（令第四条の七第七号麗係）

　ユ　受託者の業務の実施方法

　　．受託着の洗濯施設は、親員■臓九条の十四讐に定めるところによるほか、別

　　．添三に定める衛生基準を満たすものであること岨

　2・医療機開の対応　　　　　　　　　　　　　　・　　一
　　（ユ）病院は、医療法第二十一条に規定する洗濯遡設牛して少なくとも感染

　　　　症の予妨及び感染症の揮者に対する医療に捜する法穣第六条第二項から

　　　　第五項まで1こ規定する感染症の病原体（以下レ類感染症等の病原体」

　　　　という。）により汚染されているもの（汚染されているおそれのあるも

　　　　のを含む。以下同じ二）を処襲することができる施設を有しなければ疲

　　　　らないこと。

　　（2）なお、診療用放射性周位元素により汚染されているものについては、

　　　　規貝」に規定する診療用放射性爾位元素により汚染されたものに関する規

　　　　定により取り扱うこと。．

　3　感染の危険のある寝具類の敢扱い

　　（i）感染の危険のある寝具類に係る消毒方法については1次によること

　　　ア　一類感染症等の病原体により汚染されているものについては、感染症

　　　　の予防及び感染症の患者に対する医療に関する漆葎第二十九条の規定に

　　　　基づいて定められた消養方法によること。一

　　　イ　ア以外の感染・の危険のある・寝具類については、別添21手・定める消書方

　　　　法による。こと。

　　　（2）感染の危険あある寝臭類については、その洗濯を外翻委託することが

　　　　できるものであっても、やむを得ない場合を除き、これに係る消議は病

　　　　　　　　　　　　　　　　　一王2一



　　　院内の施隷で行うこと（例外約に消毒前の寝具類の洗濯を外部委託する

　　　場合には、感染の危険のある書を表示した上で、密閉した容器に収一めて

　　　持ち出すなど勉へ感染するおそれのないよう散り扱うこと。）。

4　委託契約

　　病院が受託弗濯施設との間で寝具類の洗撃の外部委託に饅する契約牽締緒．

する場合には、その契約内容を明確にした契約文書を取り交わすこと。なお、

　契約文劃こついては、別紙4のモデル契約書を参考にされたいこと。

5　継続的な業務の遂行

　　受託洗濯施設が天災等により一時頼こその業務の遂行が困難となる事態に

　備え、寝奥類の洗濯の業務が溝るこ．とのないよう必要な措慶を講じておくこ．

　とが望ましいこと。往お、この措置としては、複数の事業者又は複数の洗濯

　施設を有する事業者と業務委託契約を結ぶこと、あらかじめ代行業者を定め

　て代行契約を結ぶこと欝が考えら一れ一ること。

　　　第九　施毅の清掃の業務；こついて（令弟．四条の七第八号開係）

　　　　一王　受託着の業務の実施方法讐

　　　　　　（！）受託責任者の職務

　　　　　　　　奏託責任考は、桑務が円滑吾こ行われるよう従事者に対する鏡導監督を

　　　　　　　行うとともに、一定期駒な点検を行い、その緒翠を医療機襲に報告するこ

　　　　　　　と。また、医療機関側の責任者と髄蒔協議を行うこと。

　　　　　　（2）作業言責衝の作成

　　　　　　　　受託責任者1ま、業務が円滑に実施されるよう、契約内容に基づき、医

　　　　　　　療機関の指示に栽応した搾業計画を作成するこ1と。

　　　　　　（3）清掃の方法

　　　　　　　　従事者は、清掃用具や消毒薬等の薬液を適切に使馬一管理し、業務を

　　　　　　　行うこと。なお、清掃用具は置域ごとに区別して使用することが望まし

　　　　　　　いこと。また、消毒に使用するタオル、モップ等は清掃用のものと区別
　　　　　　　　し、適切に健周・管理すること。

　　　　　　（4）清潔区域の清掃及び消毒の方法
1・　　　　　　　清潔区域の溝掃業務に当たっては、入室時の季涜い、入退室時のカウ

　　　　　　　　ンテクニックの適切な案嵐無形燈、空調吹き出しp及び薮い込み口の
　　　　　　　清掃並びに消毒、高性能エアフ4ルター付き真空掃除機套使用した業務．

　　　　　　　の実篤等、区載の特性に留意した方法により行うこと。
　　　　　　（5）特定感染症患者の病室あ清掃の方法

　　　　　　　　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、一結核予防

　　　　　　　法（昭和二十六年法律第九十六号）讐により憲められた特定の感染症患

　　　　　　　者の病室の清掃及び消毒業務を行う場合には、退室蒔の手洗ル＼入退室

　　　　　　　　時のガウンテクニック、汚物などの適切な取り扱いなどにより、感染源

　　　　　　　　の拡散を騎止すること。

　　　　　　（6）感染性廃棄物の取扱い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一至3一



　　　廃棄御の処理及び清掃に関する法律）昭和議十五年法葎第百三十七号）

　　　に基づいて感染性廃棄物を取り扱うこと。

　（7）作業記録簿の業務饅係帳票

　　　受言毛者は・作業の実施状況を記録いまた・医療機関から開示の求串・

　　　があった場合には提示することができるよう、作業語録などの業務関係

　　帳票を備え、1二年間保管すること。

　（8）再委託

　　　受託業務のうち、貿鴬釣な溝掃業務は再委託してはならないこと。胃」
　　　常的な清掃業務以外の業務を勇一委託する場合に一は、医療機関から直接業

　　務を受託した者が、医療機関との関係において当該業務に滞する最終釣

　　　責任を負うものであること。また、再委託先の名称、業務内容について、

　　　医療機開に瀞して事前に十分な説窮を行い、その了侮を得ること。

2　医療機関の対応．

（至）業務責任者の選任
　　　医療癌関は、業務が円滑に実旛されるよう管理すIるために必要な知識と

　　経験を有する責任者（以下r業務責任者」という。）を選任すること。ま
　　た、委託契約に当たっては、業務責任者の意見を反映させること。

（2）業務責任者の職務

　　　業務責任者は、業務赤適切に実施されるために必婁な事項や受託業務に

　。従事する者の安全を確保するために必要な事項などを受託者側の受託責任

　　考に指示する・とともに、事散発生鰭には適切に対応すること。

　　　また、一業務責任者は、業務が円滑に実施される拳う、受託藁任者と随帯

　　協議すること。さらに、医療機関の職員が穫事者に対して指示をする場合

　　は、原則として業務責任者を介して行うこと。

（3）連携体鯛

　　　医療機関は、業務改善のための方策李とを検討するため、受託責任者を

　　含めた会合華定期的仁開催するなど・．受託茸との連携を掌ること

（4）業務環境あ整備．

　　　医療機関は、従事者の控室、清掃用具の保管場蕨、・従事蓄の偉業衣や清

　　蒲馬具の洗濯場所を確保するなどにより、従事者が業務を適切に実施する

　　ための環境を整備することが望ましいこと。

3　委託契約

　　契約文書について1ま、別紙5のモデル契約書を参考にされたいこ二と有．

4　代行銀一証

　　医療機関の特殊性から、業務が継続的に実施される必要があるため、局常

　的な業務を受託する場合、受託者は不測の事態に備えた代行保証を確保する

　ことが望ましいこと。

第十　その他

　　　次に掲げる通知は、平成五年三男三十一賢付けをもって廃止す乱

　　　　　　　　　　　　　　　　一ユ雀一



①　医療機関における消毒・滅菌業務の委託について．（平成二二年八月十三日。

　付け指第三九号厚生省健康政策局錯導課長通知）

②在宅」_素療法にお．ける酸素供給装霞の保守点検業務の委託について（平

　成王隼四月二十二胃付け指第三二号厚生省健康政策局援導課長過矩）

（薄口添ユ）

　　　病院寝具類の受託洗濯施設に関する衛生基準

第一　目的

　　この基準は、病院における寝具類（以下r寝具類」という・。）あ洗濯を受託

　する洗濯施設たるクリーニング所（以下rクリーニング所」という。一）が遵守

一すべき管理のあり方讐を定め、もって寝具類の洗濯における衛生の確繰及ぴ向一

　上を図ることを唐的とする。

第二　管理

　エ　クリーニング師の役割
　　（ユ）クジーニング業法1こ嚢1づき必ず設置することとされているク・リーニン

　　　　グ鰯は、公衆衛生及び寝具類の洗濯処理に関する専門条口識等を有する着一

　　　　であり、クリーニング所の衛生管理を行う上での実質的稼責任者となる

　　　　も」のであることb

　　（2）クリーニング師は、前記の趣旨を十分認識し、以下1と掲げる施譲、設

　　　　備及び器具の衛生管懇、寝具類の繕養、洗濯讐の適否な処理讐について

　　　　霜に捲導釣な立場からこれ；こ麗与し、クリーニングに関する衛生の確保、一

　　　　改善及び向上に努めること。

　2　施設、設億及び籍臭の管理
　　（1）クリーニング所内・は、毎日溝掃し｛その清潔保持に努め、必要に応じ

　　　　補修を行い、衛生上支簿のないようにすること。

　　（2）クリーニング所剛ま・鯛菌の汚染程度によへ①汚染作挙区域（受敢
　　　　場、選別場、一溜書場）、②準汚染作業区域（洗い湯、乾燥場当）、③清

　　　　潔作業区域（仕上揚、引渡揚等）に分け、従業負が各区域を認議しう一る

　　　　ようにすること。

　　（3）クリーニング所内は、ねずみ、昆虫が生息し栓いようにすること。

　　　（4）クリーニング所内1ま、採光及び照窮を十分にすること（照窮器具は、

　　　　少なくとも年二回以上清掃するとともに∵常に遼正松照度が維持される

　　　　ようにすること。）。
　　　（5）クリ』ニング所内は、換軍を十分1とすること。

　　　（6）クリーニング所内外は、鴬に擁水が良く行われるようにすること。

　　　（7）消毒、洗濯、脱水、乾燥、プレス及び給湯に係る機械又は器具類は、

　　　　常に保守専検を行い、適正に使用できるように整備レておくこと。

　　　（8）消毒、瀦濯、脱水、．」乾燥及．びプレスに係る機械叉は藷具類㌔作業台、

　　　　運搬・集西置容器簿で寝具類が接触する部分1仕上の終わった寝具類の格

　　　　　　　　　　　　　　　　　・。至5一



　　　納設備又は容器を除く。）については、毎日業務終了後に洗浄又は清掃

　　　し、仕上の終わった寝具類の格納設備又は容轟については、少なくとも

　　　一週間に一回以上清掃すること。また、これらについては、適宜消毒を・

　　　行うこと二．

　く9）ドライクリーニング処理用の洗濯機等は、有機溶剤の漏出がないよう

　　　當に点駿し・使用中もその漏出の有無について十分留意する．こ≒。

　（10）プレス機、馬（ア．イロン佳上げに馳、る下ごて）等の被布は、清潔な

　　　白布を健用し適宜敢り替えること。一

　（ω．作業に伴って生じ肴繊維くず等の廃棄物は、専用容劉こ入れ、適正に

　　処理すること。

　（12）溝掃用具は、専用の場所に保管すること。

　（王3）消毒前の寝異類を受け寂る場合には、滴毒を行うまでの爾、感染の危

　　　険のある旨を表示した容器に密閉して紋納しておくこと。こ二の場合にお

　　　いて、当該容劉ま・消毒載の寝具類のみを収納する専用の容器で知るこ

　　　と。

　（豆4）営業者（管理人を含む。以下同じ。）叉はクン．一二ング膚爾は、毎日ク

　　　リーニング所の施設、設備及び器具の衛生全般について点検管理するこ

　　　と。一

3　寝具類の管理及び処嚢

　（1）寝具類は、病院における消毒の有無及び感染の危険度に応じ適正に選

　　　別すること。

　（2）寝具類1ま、病院において消毒されたものを除き、．以下の方法により適

　　　切に摘毒．を行うこと。

　　　①感染の危険のある寝具類については、（1）による選別後遺やかに
　　　　俺の物と区分の上、本通知劉添2の消毒方法により濃毒を行うこと。・

　　　②①以外のものについては、次のいずれかの方法によること。
　　　　ア　本通知別添21手定める糟妻方法（ただし・洗濯がこれと同様の効

　　　　　栗を有する方法1とよって行われる場合は、柄霧しなくてもよい。）

　　　一イ　洗濯において消毒効果のある塩奉剤を使用する方法一

　　　　　（ア）洗濯は、適量の洗剤を使用して、六〇℃㍗七○℃の遠鏡の温

　　　　　　　湯中で一○分間以上水洗を行い、換水後、遊離塩素が約二五〇

　　　　　　　ppmを傑つよう塩素割を添梱の上、属様の方法で再度水洗を行一

　　　　　　　うこと。

　　　　　（イ）すすぎは、清浄栓水を用いて、初回は約六○℃の温湯中で約

　　　　　　　五分間行い、二回雇以降常温水中で約三分間型回以上縁遠して

　　　　　　　行うこと。この場合名療ごとに換水すること自

　　　　ウ　洗濯において消毒効桑の拘る四塩化（パークロル）エチレンを使

　　　　　’周する方法

　　　　　　廼塩化（パークロル）コ・チレンに五分間以上浸し洗濯した後四塩

　　　　　化エチレンを含む状態で逓○。C以上に保たせ一〇分簡以上乾燥させ

　　　　　　　　　　　　　　　一6一



　　　　　るか、又は、四塩化（パークロル）平チレンで一二分間以上洗濯す
　　　　　るこ一と。

　（3）寝具類の洗濯にあたっては、①感染の危険度の低し．、物から頼に洗濯す

　　　るなど適切な配慮を行うこと、②繊維の種類及び汚れの程度警に応じた

　　適切な洗濯方法により行うこと・③ランドリL処理を行う場合には、適
　　切に洗灘及び薬翻’（漂白翔、酸素翻、助襯讐）を選定して適量使用し、

　　処理工程及び処理跨間を適正に調整すること、④ドライクリーニング処
　　理を好一う場合には、適切に選定した有機溶剤に永∵洗翻讐を撞最に混合

　　　したものを使濡し、処理時間及び温度等を適正に調整するこ乙

　（4）ランドリー処劉こおける寝具類のすすぎは、清浄な水を使用して少な

　　　くとも三回以上行うこと。また、この場合、すすきの水の入替えは、．完’

　　全排水を行った後1こ行うこと。

　（5）寝具類のしみ抜き作業は、繊維の種類、、しみめ種類・程度等に応じた

　　適当な薬剤を選定し、しみ抜き場当所牽の場所で行うこと。

　（6）寝異類の処理に使濡した消毒剤、有機溶剤、洗剤讐が仕上げの終わっ

　　　た寝具類に残留することがないよラにすること。

　（7）仕上げの終わった寝具類は、包装するか、又は格納設備に収納し、汚

　　　架することのないよう衛生酌に取り扱うこと。

　（8）営業者又はクリーニング師は、クリーニング所における寝具類の処理

　　　及び取扱いが衛生上適酬こ行われているかどうかを常に確認し、その衛

　　　生確繰に努めること。

4　消毒剤及び洗顔等の管擾

　（1）消毒翻、洗剤、有機溶剤、しみ抜き薬翻讐は、それぞれ分類して表示
　　　し、筋定の保管庫又は戸翻割こ保管すること。

　（2）ランドジー処理において使用する水は、清浄なものであること．。

　（3）ドライ．クリーニング処劉こおいて使馬す一る有機溶翻は、清浄なものと

　　　し、育機溶養ゆ清浄作のために使胤されているフィルター等については、

　　　適宜新しいもの1こ交換し、常に清浄な溶剤が得られるようにするこ二と。

　　　　また．、ドライクリーニング処理を行う場合には一、洗浄効果を高める牟

　　　め、溶剤中の暁翻濃度及び溶剤梱対湿度を常に点検し、遠正な濃度及び

　　　湿度の維持1ヒ努めること邊

　（4）営業者又はクリーニング師は、各種の消毒剤、洗剤、有機溶翻、・しみ

　　　抜き薬剤讐の特性及び適正な使用方塗について従事著に十分襲解させ、

　　　その保管及ぴ駁扱いを適正にさせることp

5　従事者の管理
　（1）受託者は、鴬に従事者の健康管翠に注意し、従事著が碑染の危険のあ

　　　る疾患に感染したときは、当該従事者を作業に髄事させ荏いこと。

　（2）受託者は、徒事者又滅その同居者が二類感染症等患者又はその疑いの

　　　ある着である場合は、当該従事者が治癒又はり患していないことが判明

　　　するまでは、作業に従事させないこと。

　　　　　　　　　　　　　　　一至7一



　　　　　　（3）従事着は、感染の危険のある疾患に感染し、又はその疑いがある場合
　　　　　　　には、受託者又1まクリー子シグ師にそあ旨を報告し、捲示に従う一こと。

　　　　　　（4）受託者又ぽクリーニング鯨は、施設、設備及び器具の衛生管理、寝翼

　　　　　　　類の消毒、洗濯物の適正な処理並びに消毒剤、瀦翻、有機溶趨、しみ抜」

　　　　　　　き薬趨等の遼五な使用讐について當に従事者の教’育及び指導に努めるこ

　　　　　　　と。

　　　　　　（5）従事養は、移動による感染を予防するため、第二の2の（2）に掲げ

　　　　　　　る各作業区域間移動に際してはこ手洗い及び消毒を確実に行い、また、

　　　　　　　その移動回数は必要最小限にとどめること。

　　　第三　自主管理体制・

　　　　　三　受託着は、施設設備及び寝異類の警嚢讐に係る具体釣な衛生管理要領を作

　　　　　成し、従事者に周知徹底させること。

　　　　　2　受託者は、営業地殻ごとに施設、設備及び寝具類を一管理し、寝具類の処理

　　　　　及び取扱いを適五に行うための自主管麺体制を整備し、クリーニング師及び

！　　　　その他の連当稼者にこれらの衛生管理を行わせること。
　　　　　3　クリーニング師等は、受託者の指示に従い、責任をもって衛生管瑳に努め

　　　　　ること。

（別添2）

　　　感染腫の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項か

　　　ら第五項までに規憲する感染症の一病原体により汚染されているもの以外の

　　　感染の危険のある寝具類に関する消毒方法

◎　次に示す方法のうち、各寝具琴の汚染状況及び材質等からみて適切な滴講効

　果のあるものを選択して馬いること。

　エ　理学駒方法

　　（1）蒸気による．消毒

　　　　　蒸気滅声器等を使岬し・一〇○博以上の温熱に二〇分車学上作溺させ一

　　　　ること。

　　　　　ただし、肝炎ウイルス及び有芽胞菌（駿傷風蘭、ガス壊疽菌讐）によ

　　　　り汚染一されているもの（汚染されているおそれのあるものを含む。）に

　　　　ついては、一二○℃以上の温熱に二〇分闘以上作馬させること。

　　　　（注）三　澄度計により器内の温度を確認する．こと。

　　　　　　　2　大鐘の洗濯物を同時に消毒する場合は、すべての洗濯物が湿’

　　　　　　　　熱に十分触れないことがあるので留意すること。

　　（2）熱湯による消毒
　　　　　八○℃以上の熱湯1こ’O分闘以上浸すこと。

　　　　（控）1　温度計により温度を嬢認すること。。

　　　　　　　2　熱湯に大量の洗濯物を浸す場合は、湯の温度が低下すること

　　　　　　　　があるので留意すること。

　2　化学的方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　一工8一



（ユ）塩素剤による消毒

　　さらし粉、次醒塩素酸ナトリウム奪を使用し、その遊離塩素二五〇鯉m

　以上の水漆綾中に∴三〇℃で五分間以上演すこと．（この場合、終末遊離

　塩素が一〇○pp血を下らないこと。）。

　　（注）　汚れの程度の著しい洗濯物の揚一合は、終末遊離塩素濃度が極端一

　　　　に低下することがあるので留意すること。

（2）界面活性剤による消毒

　　逆性看けん液、両性界薗活憧剤等の殺菌効果のある界面活性剤を使用
　し、その適正希釈水溶液中に三φ℃以上で三○分闘以上浸すこと。

　　（注）　洗濯したものを消毒する揚含は、十分すすぎを行ってからでな

　　　　いと瀦毒効果がないことがあるので留意すること。．

（3）クロールヘキシジンによる消義

　　クロールヘキシジンの適正希釈水溶液中に三○℃以上で三○分間以上

　浸すこと。
　　（注）一塩素剤とクロールヘキシジンを併擢すると、褐染することがあ

　　　　るので留意すること。一

（4）ガスによる鶏義

　①ホルムアル。デヒトガスによる消毒

　　　あらかじめ真空にした装置に容積一立方メ』トルにっきホルムアル

　　デヒド六g以上及び水図○g以上を調剤干蒸発させ、辞閉したまま六

　　○℃以上で七時間以上触れさせること。
　②エチレンオキシドガス1ヒよる消毒

　　　あらかじめ真空にした装置にエチレンオキシドガスと不濫化ガス

　　　（炭酸ガス、フロンガス等）を混合．したものを注入し、大気圧下で

　　＝l1二○℃以上で囚購間以上作用させるか、又は三㎏／C㎡まで加圧し

　　五○℃以上で一時間三○分以上作用させること。

　一③　オゾンガスによる消毒

　　　あらかじめ真空にした整置にオゾンガスを注入し、C　T値六○OO

　　ppm・職1亙以上作用させること。

　　　また、「感染の危険のある寝具類における。オゾンガス消毒に？いて」

　　　（平成十九年三周三十目付医政経発第〇三二三10b○二号摩生労働省医

　　較局経済課長通知）を遵守すること。
　　　（注）ユ　ガスによる消毒を行う場合には、1ガスが寝具類に残留した

　　　　　　　り、作業所内の空気を汚染することがないよう換気に翻心の

　　　　　　　注意を払うとともに、引火性があるので火気に注意すること。

　　　　　　2　大量の洗濯物を同時に消毒する場合は、十べての洗濯物が

　　　　　　　ガスに十分触れないことがあるので注意すること。

一里9一



（男11紙1）

検体検査業務際肉委著モモデル契艶書

　OOO（医療機関翻。以下す手jという自）とOOO（受託者側。以下「乙」I
という。）は、雫の検体積査業務について姿言1…契約を締結する。

（総実唾）

第一条　乙は、検体検査業務の医療における重要健を認鐵の土、（率が定め
　る）仕様書及。び（乙が定める）検体榛蚕業務幸票一準作業薯」ミ書≡さ二従い、試案1二一

　委．誘業務を遂行する。

繁二条　乙は、手の医療機関肉における乙の責任者として受諾責任者を・配護
　する。

（委託業務の種類）
第三条一軍が乙に委託する業務及び経費の負錘区分は次のとおりとする。
　く検体検査藁務の種類、経費の負握区分を列挙する。）

・一’’一

@　〈業務の委託料）
　　　第頸条　雫は、乙に対して業務を藩行するための委託料を支払う。その算定
　　　　方法及ぴ支払方法は、茨のとおりとする。
　　　　く委離料の算」定方法及ぴ支払方法を規窪したもの。〉
　　　　　なお、経済変籔簿により契葡金額の変・蔓を必要と交る場合1ま、雫叉1ま乙・

　　　　のいずれかの中出1こよリ協議し敏・憲することができる。．

（業務遂行上の注意事項）
繁五条　乙は、乙の従業員が霞係濠令その他甲の憲める規範に違反するこ一と
　のな．いよう十分に饗慧する。

第六条　乙1ま、寧が必要とする場合は、委託業務の実施状況その池の書類。を
　擦董出しなげ才し‘まならな1い。’

第七条　乙ほ、一．止むなく従業費を変更しようとするときは業務の質の低でを
　招かないよう配慮すること。

（従業員）

第八条　乙1ま、委託業務を適切に行．うため1；1必婁な錠繋鼻を髄像しなけれ1ま

　ならない。

第九条　乙及ぴ乙の従業員は、業務上無り得た甲及び軍の慈者、繊妻に青す
　る秘密を池に濡らして熔ならない。

（個人徳報の爆護）

第一〇条　　（個入犠報の取扱い1；＝関する拳壊1二＝ついては、瀞j途契約を締錆す
　る。）

（設備の賃倦及び探守）一
繁一一条　　（設備の賃懲及び繰脅！こついて熔、。別途契約を縞繕する。〕

（事故簿1こ誌する蟻拠｝
第一二条　乙は、当該職場の懇序を守り、火災、盗難害の随一止及ぴ労働安全
　に努・めなけれぱな’らない。



（損害錯鎧）

繁一一三条　乙ぽ、委託業務の遂行1こ当たり聯に鐘審を与えた場合は、擾警賠
　俊の責に倭’ずること。ただし、宇の賛径に撮する場合はこの限りではない。、

第一因条　乙は，この契約により堂じた権利・一義務を繁三者に譲渡してぼな
　らない。また、業務の代行を除き、貸借された施設・駿傭の転貸をしない。

（業務の代掃）
第一五条　乙が業務を履行できなくなった場合の燦証あた・めあらかじめ代行一
　者筒を定める。

第】・六条　乙の中出に伴い甲が委託業務の代行の必要性を認めた場合は、丙
　が代行．して藁務を履行する。
　　その場合も、丙ば乙に変わって各契鈎条壌を遵守するとともに乙の義務
　も象董される毛のではない。一

（契約の耀絵）
繁一七条　学文；ま・乙1ま、契’約期間中に：泰契約を・解一隊し、叉は契約の一都を変．

　重しようとするときは、O月前まで1こ相手方に一陣勘、協議することとする。
　　ただし、次の各号に該当した場合は、手は、乙に弁明の機会を与えた後、
　期蘭を定め本契．約を解稔することができる古
　’　乙が契約を履行しない一とき。
　二　乙が行政庁の機分を藁けたとき。一
　三三　本製絢1こ違反したとき。

　四　乙φ従業員が不正叉は違法の行為を行い、甲が業務の遂行ができない
　　と認めるとき。．
　五　雫の妻明の鯛費に乙叉はその代理入が出溝しなかったとき。

く契約期闘）

繁一八条　未契約の類務は．○C年OO月○○日から◎O年O」O屑OOlヨ凄で
　ξする。ただし、契組鞠懸満了のOか月前までに軍1乙も、ずれから毛書面
　による契約終了又は更致の慧思表示がない場合は、周一条件で一隼間契約
　を更新するものとする。爾後も同様とする。

　（その姥）

一第一九条　本製絢の鰯萩で疑義を生じた場台及ぴ本製絢に憲めがない場合で
　重葵な事項iま、寧・乙滋議の上決定する。

　本製絢縞緒の斑として泰契繕書三遜牽作成し、甲、乙、肉髭名榛郎の上各
喜一通を操壱するものとする。

平成OO年O◎月O◎ヨ

甲

乙一

両　　　・

印」

罰

調．



（別綴2L1〕
滅菌消毒業務委託モデル契約書一

　○OO〔医療機雷働。以下「雫jという。）とOOO｛受記者働。籔下ゴー乙j
という也）嫁、雫の医療機器等の滅菌消毒業務について委託契約を締結する。

〔総熱）

第一条　甲は、滅菌溝秦業務の質的向上を図るために、之に対し滅菌．潴義業
　霧を餐託する。

繁二条　一己は、滅菌消釜業務が感染防皮及び衛生管襲上重．要な業務であるこ
　とを言意識し、　（学が定める）佳様書及び（乙が定める）滅菌繁妻業務標準
　作業書等に従も、、駿嚢1に業務を遂行する。

く定期協議）

第三条　畢は、乙と一定麹釣に蝉薗消毒業務等について協議を行う。

・・一 E　　（責妊考）
　　　繁…四条　　乙は、甲に館する業務の賛雀歪者を率．に対して、また、甲溶乙・1こ対し
　　　　て責任者を明確にする。

｛対象物）

繁玉条　亭が乙に議薗を委託す．る医療機器等は．、佳．様書に記す毛のとする。
Iただし、手法、感染症の予防及ぴ感染症の患者に対する嚢書に製する法律

　第6豪繁2壊から第6項泰でに規定する感染症の病原体により蒲繁きれて
　いる毛の若しくは…春桑されているおそれのある毛のであって、医療楼蘭に
　おいて感築症の予防及ぴ感桑1綾の慈善に対する医療に関・する蔑緯第2白条
　の一潔定に基づいて定．められた…宵嵩方法による消毒が行．われていないものを
　乙1こ委託することはできない。

2　・手1ま、診療用放射性局位元繁により汚染され・ている毛の若しくは繕染さ
　れているおそれのあるものを乙に委託することはできない。

（引き渡し）　　　　　　　　　　　　　　　　　’
繁六条　中は、乙に覆僚機器箏を日1き艦すに幾たり、感嚢のおIそれのある医
　療機．器等については事繭に消嚢を行わな。ければなら．ない。

（滅菌鯉蟻及び納品）
第七条　乙ば、甲より受浄とった医療機器等を善良稼管婆注意義務をもって
　滅菌し、諮譲状態で甲に納品する。

篤く条　滅菌後の医療機器警の納品は、・乙が甲に搬入し、甲の資任者が磯騒
　の上、締墨書に受．領印を獅印することにより莞了する。　　　・　1

（かし握保）　．　　　　　　　　　　　　　．．
第九条　乙は、霧行内容に乙の寅に撮するかしがあると幸’は。乙ばその嚢任
　　を負う毛のとし．、手の指示に縫わなければならない。

（鰭優重任）

繁一○条　手が、乙の責任1二帰すべき事由によリ箏数等奪生じせしめた場合
　に1ま、乙は甲に対してその鰭僅の責を負う毛のとする。贈穣の程度、方法
　について1ま、手乙協議の上決定する。



（髪認料）

第一一条　甲は、乙に隷して男11に・憲める委記料を支払う。

（契約の鍵験）
繁一二条　雫は、次の各号に掲げる一場合には，本契約を鑑除することが’できる。
　’　乙が本製鈍の条項に違反し、叉は本製縛に関し雫に損害を及滅したと
　　き。
　二　雫たおいて、乙が本製穂を渥行する見込みがないと認めたとき由
　三　　乙・が契約の解除．を請求．し、その箏歯が正当と雫が認めたとき。

第一三条一軍が本製絢の条壕に違反し契純一の騒行が不能になったときは、乙
　は漆葵絢を解除することができる。

（契約期蘭一一）

繁一因条　本契約の翔闘は、平蔵OO録◎O月OO員から乎歳OO年OO月
　OO民表てとし、類簡満了のOか月訪泰でに甲乙いず貌からも書麺による
　契約・満了叉は貢致の慧懸表示．がない場合減、一園一条件で1年間契約を更薮
　する。娯降も局様とする。

（守秘義務）

第一五条　乙猿、’：秦契約に1基づいて知リ鍔た甲の秘密を継に開示叉は漏洩し
　て一はならない。

（鰯入榛報の保護）
繁一穴条　　｛個人榛籔の致扱いに藻する事項については、翻途契約を縞縮す
　る。）

（その艦）

．篤一七条　本製繕に定めのない事・項箸しくは疑義を生じた事項は、一甲乙協議
　の」＝定める。

　本製絢繍結．の義として泰契約書を二＝二通海成し、甲、乙記名標姜口の上各慶一

遼を保有寺るものとする。

平成O○年OO月OO目
雫

乙

調

套口



（男1工紙2－2）

焼肉滅菌消慧業務委託華チル契綿．書

　OOO（医療機関鰯。戯下「弔」という。）とOOO（受託者鰯。以下『一己」
とも、う。）は、医療機器等の滅菌溝毒桑務について委託契繭を締結する。

（総員1j）

第一条　雫は、滅菌消奏繁務の貿釣肉丘を図るために、乙に対し雫の。施．設肉
　で行う滅菌消毒桑務を委託する。

繁二条　乙1ま、滅菌消糞業務が感染防止及ぴ衛生書翼上重要な業務であるこ
　とを認識し、（甲が定める）せ様書一及び（乙が定める〕滅菌一」濃養業務擦率
　作業婁等に従い、誠葵に業務を遂行する・。

（定翻協議）
繁三条　甲は、zと’定期一的1こ滅菌消毒業務篭について協議を弩う。一

く賢猛者）

繁四条　乙は、雫に滋する業務の責任者を甲に隷して、また、中陰乙に対し
　て賓径者を窮確1こする。

（対象物）

第五条　雫が乙に減産を委誘する医療機器等は、仕様書に記すものとする。

2　雫ば、診療用．旗射憧局健灸索により濁築されている毛の着しくは樗築さ
　れているおそ丸のあるものを乙に委託することはできない。

（滅菌処理及び練品）
窮六条　乙は、雫よリ受けとった医療機器書を善良な萱襲注意義務をもって
　滅菌し、繁薩状態で亭1二納品するせ。

第七条　滅薩後の窪僚機器讐の納品は、甲の賓好者が確認の上、納品警に受
　領印を押諏することによリ完了．す．る。

（かし擾｛果）　　　　　　　　　　　　　　　　．．
第一 ｪ条　乙1ま、履行内容に乙の糞に橘するかしが」あるときは、乙ぽその賛桂
　を負うものとし、甲の繕涼に従わなければならない。

　（設蟻一の賃貸及び保守）
一策．九条　　（設備の簑借及ぴ燥寄については、廠途契約を繍縮する。一）

（事鼓等に璋する毒纏）
繁一〇条　乙1‡、・当該職場の撲序を守り、火災、盗難等の防止及び労働安全
　…こ一努めな峠れぽならなし、o

（業務の代行）
第一一条　乙が業務を覆行できなくなった一場食の繰証②ため、あらかじめ代
　行者弱を定める。

窮一こ二条　乙の中出1こ偉い甲が萎誘業務の代行の必要性を認めた場合は、丙
　が代行して一業務を履行する一。

　　その場合も、霜は乙に変わって各契約条項を遵守するとともに．乙の義務
　も免董されるも一ので1まない。



（握書見書僕）

第一夏．条　　　乙ば、　委…≡『…業藷苧の養茎行奏二当たり　雫に塞…審を」手えた場合‘ま、　釜要害員吉

　俊の糞に任ずること。ただし、甲の麦径に帰する場合はこ・の限弓ではない。

第一四条　乙1ま、この契約書により隻じた艦剃・義務を窮三者に：饒獲しては
　ならない。蒙た、・業務の代行名除き、賃借された施盲愛・駿嬌の転貸をしな
　い。．

（委託饗）

第一五条　甲は、乙に対して男1jに定める委託料を支払う。

（契約の解除）’

第一六条　手又は乙は’契約期間中に奉契約を潔綜し、ヌは契縞の一部を変
　草しようとするとき嫁、O月載までに稽手方に牽出、協議することとする。．
　　ただし、茨の各層に該当した場合は、甲は、乙に弁観の機会を与えた一後、
　潮間を定め本契約を鍵験することができる。
　一　乙が契約を緩行しないとき。一
　こ＝　乙が行政庁の拠分を受けたとき〇
　三　本契約に違反したとき。
　函　乙の従業員が不．正文は一違法の行為を行い、甲が業務あ遂行ができない

　　と認めるとき。
　五　甲の秦明の韻目に乙又1まそ．の代饗人が出薦しなかったとき。

（契約翻闘）

第一七条　本契約の期闘1ま、平成OO察◎O月O◎言か一ち平成OO年OO月
　OC日葵でとする。一ただし、期間・満了のOか月諒までに甲乙いず机からも
　書面による契約満了叉1ま翼改の慧懸表泰がない場合は、費F条件で1隼間
　契約を翼新する。以鋒も周様とす季。

（寺秘義務）

第一．八条　・乙及び乙の鑓業曇1ま、業務上蟻り篤だ甲及ぴ甲の愚妻、職員に関
　する秘密を樺に二潟らしてはならない。

（優人構報の傑譲）
第一充条　　｛値人情報の取額いに関する事項については、激途契約を繍縮す
　る。）

（その飽）

第二〇条　本契縞に定めのない事項箸しくは疑義を生じた事嚢！ま、甲乙協議
　の立憲める。

　本契約織縞の証として本契約書牽三通海成し、甲、乙、商襲名捺印の上冬
宮一通を保有する毛のとする

準成◎O年OO月OO目
雫

乙

面一

…口

師

部



（搦懇3）
医療窺’ガス横縞設鏑の繰寄歳検業務書証毛デル契約書

　○OO（医療機関働。以下『雫」という。）と○OO（受託者倒。駁下一「乙」
という曲）1ま、宇の窪療絹ガス供給設備の裸守点検業務について委託契約を
鰯繕する。

｛総員1j）

第一条　甲凄、医療用ガスの菱全健の確保と資駒商」：を図るために、一Z．に1対
　し、本契約に基づき一言療用ガス．僕銭設備の繰一帯点検の業務を委託する。

1一

`髭料）
第二条　亭は、乙た翁し本髪竃の録守点検業務の委話の対燭と・して委託料を
　支払う。なお、委繋籍の金額の変・夏を必要とする場合！ま、甲又は乙のいす
　れかの瞭出によリ手乙協議しこれを行う。　　　　　　　　　　　　　　　’

第三条一己は、毎月分の委託料を計算し、翌月のOO日までに専’に請求する。

　　　藁幽条　甲一は、審査の一」二請求凄を受擾した調からO○日以肉に乙の繕定する
｛　　　　銀行磨嚢に委託及び餐借料を振リ込み、受払一うものとする。・

（業務遂行‡の窪慧箏壊）
第五条　乙は．、宝鶏繰守点嬢縫了の都塵、医療用ガス傑縮設鏑榛守点検作業
　報告替を作成し、使潟者の確認を得た後寧一1こ提出する。乙ばその写．しを保
　轡するものとする；

く乙の注意義務等）
第六条　乙1ポ保守．恵検業務に必要一な乙の従業員及び業者を確漂しな：ナれば
　ならない。
2　亭は、乙の従業負及び奏者が不適格であると認めた場合はその理繭を付
　し乙1二字し出ることができるが・その．変更等の櫨限は乙に渥する毛のとす
　る。

第七条　乙は、乙の従業員に対一する’研修劃11線を行う二

繁八条　乙及び乙の従業員並びにzの繰守点検業務の遂行1二必要な業者は、
　業務上．奏回り得た申及ぴ甲の患者の秘蜜を他人に漏らして1まならない。一

（個入情報の裸・誰）

第九条　　（個人鰭報の取扱一いに関する事項については、男1j途契約を縞錆す
　る。）

（賠償．董儀）

第一〇条一己の董1＝帰すべき事薗により事敵等を生じ重しめた場合には、る
　罎亭に対してその損客の叢を負うものとする。鰭獲の程度、方法ヒついて
　は、亭z協議の」＝決定する一。

（契紬の解除）

第一一条　亭又は乙は、本製絢の有効鰯間削こ本契約を解除し叉は本製絢の
　一部を一変更しようとするときは、O月前までに橿手方に率出、協議するこ
　ととする。．ただし、次の各号のいずれか1こ該当した場合は、雫ば乙に事構
　の説明の機会を与えた鐙、・期閣を翠めて本契約を解除することができる。
　この場合において、乙に損害が生じても手はその奏を蔓わないものとする。



一　　乙が置≡…当な理まなく、本契約を履行しないとき
二　乙が行政庁の処分を受けたとき
三　乙が本製駒に違反したとき
幽　乙に本契約の覆行が国歎とみなしうる客観釣事壷が生じたとき
五　乙の従事考及び業者が不正又は違法の行為を行い、乙が本製蟹の保一守
　姦検業務の遂行ができないと宇が認めるとき
穴　中への事縞説明の期日に乙又はその代麗人が出薦しなかったとき

（本製鈎の有効期蘭〕　　　　　　　　　　　　　　　．一
第一二桑　本製絢の壱動期間時！O．O隼OO月一〇〇1ヨからOO年OO月◎O
　渥までとする。ただし、・本築・約翔闘溝了の一か貞謙豪でに、手乙いず机か
　・一カより皆目段の意思嚢添がない場合、本類簡億一年延長される毛のとし、
　以降もこれにならうものとする。

第一三条　本契約の解薮について疑義を生じた場合及び本契約に定めがない
　矯合Iま一、亭乙協議の丘濠定す一る占

　本一契総鈍繕の殻として本契約書二遜を作成し｛雫、乙記名標日］の・土各一連
を保有する毛のとする。

亭威OO年OO勇○（）目

界

乙

印

廓



（別綴毎）

寝臭類洗濯業務委譲毛デル契約書

　OOO（医療機関働。以下「手」という。）とOOO｛受託者側。以下「乙j
という埴〕ば、手の寝具嚢の溌灌業務…こついて委託契約を繍縮す・る。

（総員1）

第二条一 ﾈ1まこの契約に寒める条徐に従い雫のために寝具類の洗濯を行い、
　雫はその対極として乙に委託料を支払う毛のとする。

（絨翔及び鈍大塚所）

第二条　鋤類及ぴ納入場所は次のとおりとする。
　一　納期　　　　○○〇
　二　翻入場薪　　○O○

（検一査）．

第三家　乙は、寝具類を翻入する場．合は、その翻度浮の検昏を一受けなければ
　な一らなし、。甲1ま二穣養で不合鵜晶があった場合は速やかに乙に通知するも
　のとする。

篤四条　乙は、第三条による不合樵の遜知を受けた場合は、当該不合擦品を
　速やかに純襲し検査を受けなげ枇はならない。

（業務遂行」＝の注意事項）

第五条　乙は、平成五寧二馬一五連付げ複第一四署厚生省健康激策局’指導潔
　暴通翻の別添11こ定める衛生・墓筆に従い寝具類を遼歪に処理しなければな
　らない。

繁六条　乙1ま、．甲の寝臭類の焼灌に係る施設、襲繕及ぴ方法1二つ。いて1ま、琴
　の握ぎ養に応じなければならなム、宙

（対．象物）

第七条　亭隊、感染症の予紡及び感染症の患者に対する医療に謁する麸律第
　六条第二項から繁五頚まで’1こ親憲する感染症の蒲原休により汚染されてい
　るおそれのある寝具類であ・って、医療機関1こおいて感染症の予鱗及ぴ感桑
　寝の患者に対する医療に関する法儲第二十九条の撮憲に基づい。て憲められ
　た消霧方法による…肖壽が行われていない毛のの洗ミ墨を乙に委託することは
　できない。

2　雫1ま、診療絹放射性同位元素。によリ汚染されている一一寝桑類又は蒲築さ抗
　ているおそれのある寝具類の洗濯を乙に委誘することぱで一きなも、。

（感染の危険のある寝具類の取扱い）一
策く条　寧iま、離条第一項及び繁二項に規定する寝具類象外の痩果類であっ
　て、感染の」危睡のあるものの涜耀を乙に委託する場合には、やむを鴛ない
　場合を除き、これに係る消藁は病残1肉の施設で行わなげ託婬ならない。

2　雫は、例外釣に消毒前の感染の危険のある寝具簸の洗・議を乙1ヒ委託する
　とき猛、・感染の危湊のある寝具類である旨を表浅g上、歯覇した容器に鞭
　めて持ち窪すなど独に感染するおそれの容いよう取り扱わなげればならな
　い。・



（契約の鎮鎗）

繁丸条　琴は、次’の冬着に揚げる場合に懲、本契約を解除することができる。
　一　乙が泰契約の条項に違反し、又は本製絢1こ開し甲に損害を及ぼしたと
　　き。

　二手におい・て、乙が本契・絢を霧行する見込みがないと認めたとき。
　…　乙が簗絢の解除を錆求し、その事査が正装と甲一が認め．たとき。

第一〇条　甲が本契約の条壌に違反し契約の穣振が不能とな．ったときは、之
　1ま本契約を解除することができるもの．とする。

（契約期蘭〕

第一一条　この契約鞠闘峰翠鎗の日か一ら平成OO隼OO角○O。渥豪でとす
　る。

（値入橋報の探護）
第一二条　　（値入情報の取扱いに関する事項についてぽ、翻途契約を縞一緒す一
　る。）

　本製絢締結の膏正とし一て本契約書二還を作壷し、雫、乙富己名捺印の上各一還

を保有するものとする。

平城OO年60月O○巨
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乙．

廓一

…口



く別紙5）
施設の清掃業務委託モデル契縞警

　OOO（医療機顧鰯。以写『手jという’。）とOOO（受誘」者側。以下「乙j
とい・う。）は、甲の施設の溝繕業務につい一 ﾄ委譲契約を締結する。

（総勢1）

第一条　雫は、旛設の溝編業霧ゆ．資的肉上を図るために、乙に対し施設の清
　操業務を委託する也

第二条．乙は、旛設の溝編業務が感桑防止及び衛生管理」二重髪な業務である
　ことを懇議し、（甲が定める）仕様書皮び｛乙が定める）施設溝掃業務穣
　準作業書等に従い、裁実に業務を遂行する由’

（定期協議）

第三条　甲ほ、．乙と定期駒に溝掃業務等に？いて協議を行う。

　　　（董儀者）

　　第顯条　乙は、引二対する業務の責醤者を甲に対して、また、甲は乙に対し
一　　　て董毎春を弱確にする。

　（業務の対象）

・繁五条　亭が乙1：＝溝携を委託する施設は、搦一綴○に記すものとする。

（業務の方法）
第六条　乙睦、手術嚢等の清潔区域の蒲撮を行う霧台には二．当該施設を病癖

　菌等で湾染しないよう、入蜜時の季洗いやガウンテクニックを遼切に行う
　ほか、一H匿浮Aフィルター付き掃除機を使用するなど所要の捲置を講じる
　ものとする。

第七条　乙徴、感一染症の予防及ぴ感染奉の患者iこ対する医療1こ関する法緯等
　に規定さ一れた」特定の感染症にり患した患者の病室の清掃及ぴ消奏’を行う場
　含には、退出時の手浅い、入遼皇蒔のガウンテク÷ック．箏により、感染源
　の鉱載の防止1二努める毛のと．する。

（賠償責任）

繁八条　甲が、乙の重任．に濁すべき事由によリ事教等を空じ管しめた場合に
　は、乙険率に対してその賠僕の責を負うものとする。縞償の程度、方法に
　ついてぽ、甲乙協議の上決定する。

（糟金）

第九条　騨は、乙に謁して別に遠める料金を支払う。

（業務の代行）

一第一ρ条　乙が業務を履行できな＜捻った場合の繰薮のためあらかじめ代行
　者丙を定める。

第一一条　乙の申出に傍い甲が委託業一務の代行の必蔓性名言竈めた場合は、丙
　が代行して業務を騒行する邊
　　その場合毛、菊は乙に代わって各契約条項を遵守するとと毛に乙の義務
　毛先糞されるものではない。



（契約の解除｝・

第一二条　琴は、次の各号に霧げる場合に1ま、本製絢を解除することができ
　る。

　一　乙が本製絢の条襲に違反し、又絃本製鈎に関し甲に損警を及ぼしたと
　　き。

　こ　宇において、乙が本製鈍を履行する見込みがないと認めたとき。
　三乙が契約の鰯除を請求・し、その事由が至当と甲が認めたと害。

第一…条　雫が本製鈍の条項に連辰し契約の護行が不能にな？たときは、乙
　は本契約を解除するこ一とができる。

．（契約期闘）

藷凹四条　本製絢の類間は、契約の農から平成OO年OO月◎O雇譲てとし一
　期間満了の一か月前までに甲乙いずれからも書面による契約満了又ぽ更改
　の意思表示がない場合は、同一条締で一年闘契約’を更新す一る。以踏も同様
　とする。

（寺秘義務〕

第一五条　乙は、本契約に基づいて知リ得た雫の秘蜜を継に開示叉徴漏洩し
　てはならな1い。

く個人情．麹の爆護）

繁一穴条　　（麺・人矯報の取扱いに関する事壌については、別途契約を締結す
　る。）

（その飽）

第一七条　本契約に清めのない撃褒着しくは嚢義を生じた事壌1ま、甲’乙協議
　の上宝める。

　本契約一締’結の譲として秦契約一警三選を作成し、甲、乙、弱記名標靱の上各

r通を保有するものとする。

平成○O年O○月OO国
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．は規務号療の交合した国サ七宝
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参考

　　　　　　　　　　　　？
⑥⑤④③あ①す及　間う開　）し仕娩分　④③②①準指六行願意　目があ
　　　　　　るびま保に添受台な分済離な　　　　ず導二に等事ま誌にる
苦校外統試委こ．操た存整の託涙い作分作お測検血検る葵号つに項たは援濠
一情義翻計薬託と存’す傭求者のこ業離業’走査清体も領厚い聞及’少承療
処’

巨ｸ掌讐検。方名るしめほ作と・貫の言血作機分受の（生てすび当なで機
理築慶釣理査
台幸長管鰭台管
榎・告理度帳饗
　台台管　台
　帳媛襲　帳
　　　台
　　　帳

法令こ二てが’蔵。議み誌清業籍離村と以省（る保該くき驚
は幅とおあ次と
’の。くつに保

衛翼
生体
検的
査記
所載
指内
導容一

喜’
領作
に成
準上
ずの
る留
も意
の事
と項

とだ掲存
と揚げ
も合る
に1こ台
’は媛

各’を
．台連作
帳．や成．

はがし
少に’
塗・提医

く示療
とで機
もき関
二るか
年よら

並をを分目保作及す不健昭法存作と．るか
び講作離議守業びるr濠和偉方業もよ一ら
に負成を
測うす請
足場る負
作合こわ
業にとな
目あはい
誌つ票場
をてし合
作はなに
成’いあ
す検一こっ
る俸一とて

こ受。は
と付ま’
は及充血
要び’溝

管目仕こ衛政六施法目一二う開
襲…譲草分と壷i養十行；ま義養学に示
作

．業

員

誌

作豆検周一規’の間・壁の
業査長年螂≒具保備一乗
胃　所通四の臨依存しめ
誌指知肩一味釣すてが
　　導）十都検記るおあ．
　　要L五を登載こくつ
　　額男］」胃改技事ととた
　　し添付正．鰯項。と場
　　一とのけす’’　も合
　　レ、篠季候窒る鋒妻イ乍　　…こ姜こ

　　う生政省生成　　’は
　　。検発令枝上　各’
　　）査第の査の　作遼一
　　1…所二施技留　業や．

　　　　　　　　　　　　？
⑥g軍⑧②①す及　闇う麗　）し紋取分　④③②①準指六行師意　自かあ
　　　　　。るぴま保に示受台な分轄麟な　　　　ず導二に馨事漢詩にる
苦校外統試委こ保た存整の託媛い作分修お溺棲血検る要号つに項たは提医
摘査部猷薬託と存’す備求者のこ業難’業’走査清体も領厚い関及’少示療
処結精字管検。方名るしめは作と目め言血作機分受の（生てすび当癒で機
嚢果度釣理養　法令こてが’．成。誌み．誌清業．塞離付と以省（る保護くき開・
台報管精台管　は幅とおあ次と・並をを分目保作及す下縫昭法存作とるか
娠背理度撰理　　’の㍗つに保　び請作離誌守業びるr康和後方業もよ’ら
　台台管　台　衛具　とだ揚存　に負成を　管冒佳こ衛政六施法局二う開
　帳帳理一帳　生体　と揚げ　　測うす請　理諸分と生策十行は誌隼に示
　　　禽　　　検的　も合る　　足場る負　作　作。嬢周一親’の間整の
　　　輝　　査認にに台　停会こわ業業査長年貝則一門具保健求
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　　　　　　　要　’　媛や成　　　をで’し合　　　　　　蔓」五を登載こくつ
　　　　　　額作　1まがし　　作はなに　　　　　領別目改技事ととた
　　　　　　　に成少に’　成’いあ　　　」添付歪鰯項。と場
　　　　　　　準上　な提医　　す検こ＝つ　　　　　とのけす’’一も含
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　　　　　　　も意　もき関　　と付ま’　　　　　。検発令枝上　各’
　　　　　　　の事　二るか　　は反た血　　　　　）査第の査の　作遠
　　　　　　　と項　牢よら　　要び一’清　　　　　　に所二施鼓留　一業や
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　　　　　　　　　　　　　　　　　2
（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　．　　　　　　　　．　　　　　　＾　　　　　　　　　　　　　　　（

3　　　　　2　　　　　　　　　・　1．医　　　　　　6　　　　　　5
〉るとう　）する査　こ甥任かの　）療るに託務　）管し外理　）帳管
外潅受’医医る善業など的し否確医医機こあ一施を受再理．’離を受精を理な。
胃ど託定療療医と務おがに’か認療療関とつ談議託委調鬼精美託皮停会お一
・．’ ﾒ蟻機機師しが’望’．黍の一反機機の。てか負者託査溝度施者管成帳’
夜受に約麗霞’’適業まま託確び関霞対
開託よにはと臨検切務したし認内はの応
。等着るい受床査か寅い’だを普昼’管
にと秀一ま業驚・検業っ仕こ必業行糟当理
お十託た務者査務効宥と要務う慶該体
け分業’遂と技に率は。なの必管業翻
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　　　　　　　　　　　　　　　　　2
（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　＾

3　　・　2　　　　　　　　　　ユ医　　　　　6　　　　　5
）るとう　）する査　こ類任かの　）擦るに託務　）管し外理　）帳管・
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冒と託憲療療・医と務おがに一’か認療療開とつ設請議委調斑精美託度作台お
・’ ﾒ期機機師しが’望’黍の及機機の。てか負者託養溝廣一’施宥管成帳’
夜雲に的関関’’適業まま託確ぴ麗開封
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るな務省行の願窮的’　場改要理務
検遵の要上連’しに医　合着がのが
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織　を医し　る経括る　行任優れる
　　開療得　こ験管検力者者でか
　　催機る　とを理体　量とをい否
　　す関よ　也有す検　る定選るか
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にはる着事前毒の器主義るげ操行従
’’ ｱ馬袋の’名讐なとこる用う．事
開冷とす堰洗称の感効と薯のだ者
封階。るマ療浄と名染果、項織めの
年所　なス機及健称療
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目盛　’’簿色目機
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参考

　　5　　　ウ　　　　イ　　　　　　　ア4　　ウ
の　）こ器た　れパこ菌　認当議蒸1菌認．y確ア
旨保滅と及麓滅るツと機生す該機気ををは化滅保レエ
を管菌。ぴ設箇所ク．。器物るイ器及儀実’学薗及1・チ
表室済
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ご穣医か薦際にイ。ケのスたるごは確業ン方
と’療所器は少ン
の減機置内’なジ1
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タ菌遼二とに学と境十シ
1条りタにイ的表の分’ド
の倖に1行ソイ矛汚行ガ
変をくパうジン
色確いヅこゲジ
条認位クと1ケー
件し霞を。タi
を一記に作一さ．Iタ

十録置成らを1
分すくしに踏に
絶るこ’’付よ
握こと滅イ・る
しとに菌ン掃滅
た自美機ジ入産
上なり籍ケし済
でお’内1’の
確’滅のタ滅醸

染うス
窮な滅婁せ一
止ど菌栓た
に二のい蛋
留医案こ療．一

意療施と機
．す機に。器　スを
る籍当　讐　濃確
こ讐た　を　度認
とのっ　入　’す
。安て　れ　慶る

　全は　’力．た
　性’滅鱒牟
　のエ　蘭　を

　イ　．．ア3エ　ウ
機　チ減　）　ぎ
器械工菌滅匿濠の医
の菌ツ時菌療．療際療
容機クに機機機は機
積欝すほ讃藷器I’器
∵内る’が讐等鈍等
杯にこ滅正のは水の
にはと菌常滅遼’材

雲ポ雛薗灘
込奏内し包水と
　　　ので装讐に
　　　澄い　しの分
　　　度る　て清創
　　　’こ　か浄し
　　　ガと　ら凌で

滅氷枕
菌で蜂
す行を
るう行
ここい
とと’
。。 ｷ一

　　す

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　」　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　＾

　　5　　　ウ　　　　イ　　　　　一　ア4　　ウーイ　　ア3エ　ク
の）こ器たれパこ薗認当菌蒸1薗認）の工機チ減）ぎ一言保滅と及施滅るツと機生す該機気ををは化滅穣ア土器械工薗滅嬢医の医
を讐薗。び一設議訴ク　。器物るイ器及勉案’挙菌保1ノチの薗ツ時菌療療際療
・表室済　機の済にをそご学こン内び装施亀酌済及1レ容機クに機機機は機
系に・の　器名の数滅のと酌とジでガじず装叉のび．シン積器すは董籍器’器・
すみ医　ご称獲か薗際’にイ。ケのスたるごは確作．ヨオー内る’が等讐純讐
．るだ療　と’療所器は少ン　；滅がモごと理認業ンキ杯にこ滅正のは水の
こり機一の’ ﾅ機置内・なジ　タ菌通二とに学と環をサにはと薦常鐵適・材

た入整　序つは。’ケ週1　亀確いツこゲジ　染うスませ一ので　装等に
　’ら理　がた’　ガiのに　条認位クと1ケ　鋳な滅なた　濃い　しの分
保な・　判年包　スタ最よ　傍し置を。タ1　止ど歯い医　慶る　て溝別．
誓い保　劉月製　が1椀る　を記に作さ1タ　に’のこ療　　’こ　か洋し
室よ1管　で胃ご　遼をの滅　十録置威一らをi　留医実と機　ガと　らなて．
でう　　き’と　り亀機菌　分すくしに雛に　意療施。籍　スを　減水洗
作に　　る減に　に装羅済　把るこ’’付よ　す機に　讐　濃確　甑で漁
業す　　一よ薗’　くし使の　握こと滅イ・る　る器当　を　度認　す行を
にる　うを漉いた用機しとに藤ン擦滅。こ等だ入’するう行
当た　　表行菌　とモ蒔認　た。よ機ジ入議　と．のつ　れ　圧る　ここい
ため　　示つを　考二には　王なり器ケし済　。安て　’　カた　とと’
る’　ずだ行　えタ行’　でお．’内・1’の　　全1ま　滅　等亭　。。．す
者そ．　る機つ　らiう滅　確’滅のタ滅確　　憧’菌　を　　　　す
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参考

　　　（　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（

　　ア7I　　　　カ　オ　　エ　　ウ　　　　　イ　　　・ア6
敢　　）なる　び感　と　官さ　別の　・場とを　搬貫一清搬　す　ソには一
級受受僚一坊暫まス染筆。運を一 鼕ｴで運使合に運たす通匿潔にたる医運入’
い敢敢業・護はたケ防療
医・・目踊’’ジ上機
療引引誌’具ブ便ユの灘一
機渡渡讐をム馬．1配に
器記記一
讐録録
．のに

愚は
唐’
と作
数・業

塁牛
及月
び日’
作’
業委一

挺託
当禿
者の
名名
が称
記’

着手．済ル慮お
層袋の讐がい
．す’医がなて
るマ療纏さ滅
こス機立れ菌
と一

N器さた消
、ゲ’ ]れ回毒
　櫓をで蚊業
　子回いル務・
　及奴る。1を
　びすこ一ト行
　・ガると’う
　ウ停。運場
　ン業　鍛合一
　な書こ　　’ノレは

　ど従　1’
　通事　ト変
　切す　及叉

鍛表て染き搬用はよ搬だる性癖を馬だな療搬る尊
蓉矛い癒る容済’誓すしこの機確いしど機・
器すて恩よ器のこ，医る’と容器保る’車箱
は．るも宥うに医の療場隆。器讐す運区内書
…こ絶にに入療限機会療

使との健運れ機り器で機
用。も用欝’籍で等あ関
の

都
凌
消

毒
す
る

な
ど

清
潔
…こ

保

つ

の一 ｵ容使箏ながつに
とた器尉とい溝でお
は医に済滅こ二潔’い
男葺！療一表カミ薗とに滅て

の機示滅瀦。運菌滅
運器す菌毒
搬讐る濃済
容はこ毒の
籍’と済医
；こ消。か療

入毒　を機
れ処　容器
’襲　易讐

そが　には
の施　識別

冊バ菌
さツ鞘
れグ毒
る簿済
とをの
認健慶
め涌療
らす機
れる籍
．るこ等

（のる鑑療のの
．以遠こ台機藩運
下綴と車関潔搬
r喜ま。書にをに
運．’　はお聴・篤

搬導
客用
器の
」密
と開
い性
う’’

　。防
・）

に健
よ反
りび
運耐

’い保い
使でする
用便る車
の馬こ両
部済と1ま
摩の．。’

消雪
毒療
．を機

．行器

う等
なの
と運

肩

回

以
上
消

毒

　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　（

　　ア7　　カオ　エ　ウ　　　イ　　ア・6球　　）なる　び感・一と　旨さ　別の一・場’とを　搬貧　清鑑　す　）には
扱受受炸防者まス染医。運をれ感で還使合に運たす遼医潔にたる医連人’
い駁一報業護はたケ防疫
霞・・白馬Hジ攻機
療撃1引誌呉ゴ使ユの関
機渡渡簿をム馬1魏1こ
器詞記
簿録録
のに
品は
竃’一

と作
数業
豊年
反力
び目
作、
業委
撞託
妻元
者の
名名
が称

一記’

着手済ル窟お
踊・袋．の讐がい

す’医がなて
るマ療聴さ滅
こニス機立れ薗
とク器さた消
。’ 凾鼾窓`

　潟をで収業
　子園いノレ務

　及紋る1を
　びすこト行
　ガると’う
　ウ作。遠場
　ン業　搬合
　なに　ルは
　ど從　1’
　通事　ト交
　切す　及叉

搬表て染き搬用はよ搬だる縫療を溺だな療搬る専
容示い症る審済．’りすしこ1の機確いしど機
鴛すて窓よ器のこ．医る’と容器保る’車器
はるも者・うに医の療．場医。器讐す運区内一等
’こ継にに入療験機会療

佼との健遵れ機り器で機
箱。も用搬’籍で讐あ関
の

都
度
消

毒

す
る

な

ど

清
潔」

に

保

つ

のし蓉優等ながっに
とた器踊とい清てお
は医に済滅こ潔’い
別療表か藤とに滅て
の機示威瀦。運菌滅
運籍す菌毒
鑑讐る消溝
容はこ毒の
器’と済医
．1こ消㍑・療

入毒　を機
れ処　容器
　’理　易等
そが　には
の施　識別

搬バ菌
さツ糖
れグ青
る讐済
とをの
認使臣
め用療
らす機
れる器
るこ讐

一（のる搬療のの
以遠こ台機清運
下搬と車翼潔鑑
rは。簿にをに

一連’’1まお確濡
鍛専
蓉馬
器の
」癌
と閉一

い性
う’

．。 h
）永
に性
よ反
りび
遅耐

’い保い
使でする
馬使る車
の馬こ繭
都済とは
度の。’
消医
毒療
を機
行器
う書
なの
と運

用

国

以

上
繕

毒

こ馬
との
。ガ

　ウ
　ン

　婿
　子
　及
　び
　灘
　を
　着
　用・
　し
　た
　上
　で
　保
　管
　室
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参考一

　　　3　　　　　　2
　　　要業関
　　感な務に医医
　　染調をあ療療
　　の整委る機機
　　お及託と関関
　　そびすのはの
　　れ受る認’対
　　の託自織委応．
　　あ者的の託
　　るに。を下す
　　医’対明にる
　　瘡す確’業
　　機るに滅務
　　器必す薗に
　　讐要一る一消関

　　のなど毒す
　　処損と現る
　　麗一承も揚最
　　　をにの終一
’．、．．、、・．．　　行’繰釣

　　　　う受懸資
　　　こ託を径
　　　と者認1ま
　　　　。と議医
　　　　のし療
　　　　必’機

　　　　8　　　　　ウ　　　　　　　　　　イ
まイ基　）横び銀ご　　は　・さ貼三カとび滅　　は　載一
たルづ労従業に守と滅滅’たれ付タ讐。停薗滅滅’たさ
’スき働．事者点点に菌菌委だてさiの修業開菌蔭委だれ

エ
チ

レ

ン

オ
キ

シ
ド

ガ

ス

濃
度

の
一作

業

環
境
測

疋
は

六

の定安着一…こ検検’消潰託しいれパ記ぜ捜始業業託して
検類全のよ作項常毒毒元’る’ツ緑て当時務務元’い
査健衛鐘る業目蒔機機の医こ生クが’者刻作作の医る
を康生康保者・及器器名・瘡と物内貼滅名・業業名療こ

鱗墓誰緩器ポ牽雛鱗暴薯霞ξ
月実和　鰭載肩に検校略お　ン的　．内を劉・　酸お
時施四果さ自行作作しいジ叉滅の行の作しい
及す十　塗れ反う業業てて　ヶは繭時三医業　ててI
びる七　記でひ傑記記養減　1襲の輿こ療隼　叢・滅
年と牢　緑い点守録」録し菌　タ学確　と機屈　し菌
一と湊　さる検点に　支潤．1的認濃一に器目一文瀦
蟻も棒　れと鰯検は　え毒　にイ記度竈等’　え養・
以に第　てと始停’　往繋　よン録’戟の使　な業
上’五　　いも・業滅　　い務　　るジとガさ晶馬　　い務
行B＋　るに終に菌　こを　判ケしスれ目減　こを
う壁七　こ’了っ消　と行　窓1て濃てと蘭　と行
こ肝号　と保鱒い毒　　。う　がタは憂い数機　　。う
と炎）　　。守麹て機　　場　記1．’’る曇帯　　場

。ウに　点並器　合戦がモ厘二及　合

3　　　　　　2
要業関

感な務に医医
染調をあ療療る び まイ墓
の整委る機機者 工 たルづ労
お及託と関魔の チ ’スき働
そびすの一はの曝 レ 工 の道安
れ受る講’対露 ン チ 検期全
の託震識委癒．量 オ レ 査健衛
あ者的の託　の キ ン を康生
るにを下す．溺 サ オ 新診法
露対開にる　定 イ キ 規断（
瘡す確’業．は ド サ 援を昭
機るに滅務　牛 ガ イ 月実利
器必す菌に　一 ス ド 蒔施四
欝・要る．消閑　　回 の ガ 及す十
のなど窪す　以 曝 ス びる七
処携と現る　上 露 濃 年と年
灘示も揚最　行 を 度 一と法

をにの終　う 受 の 固も偉
行’課内　こ け 作 災に舞
う受題貢　と る 業 上’玉
こ託を任　！ お 環 行B＋
と春認は　　そ 境 う墾七
。と識医　　れ 劉 こ肝号
のし療　．の 定 と炎）
必’機　　あ 及 。ウに

　　　　8　　　一ウ　　　　　’　　イ
　　　　）横び繰ご　　は　さ貼ニカとび滅　　は　載
たルづ労従業に守と滅滅’たれ付タ等。作繭滅滅一たさ
’スき働事者点点1…薗藤委だてさ1の従業開薗薗委だれ
　の道安者に検検　績消託しいれパ記せ抱始業楽託して・
　検期全の．よ停項常毒毒元’る’シ縁て当時務務元・い
　査健衛鍾る業目蒔機機の医こ生ク．が・蓄亥副作作の婆る
　を康生康保者・漢籍器名療と物内貼滅名・業業名・療こ

　月実和　結載勇に検校賂お．ン釣　内を別・　酸お
離四餐さ日行作作しいジ叉癌の官の催しい

　及す十　塗れ反う業業てて　ケは箪鰭a医業　てて
　びる七　記でひ保記記差滅　1襲の輿こ療牢　差滅
　年と年　緑い点守録録し菌　タ学確　と機月　し菌
　一と法　さる検点に　文消　1的認濫に器目　支消
　固も偉　れと麗検は　え嚢　1こイ記度記簿’　え養
　災に第　てと始作’　な業　よン録’戟の健　な業．
　上’五　いも・業滅　い務　るジとガさ晶用　い務
　行B＋　るに終に薦　こを　翻ケしスれ目減　こを
　う墾七　こ’了っ瀦　と行　定1て濃てと薗　と行
　こ肝景　と保蒔い毒　　。う　がタは度い数機　　つ・
　と炎）　　。守灘て機　　場　記1’’る鐘帯　　場
及。ウに　　、焦並　欝　　合　載がモ圧こ及　　　合
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参考

　　　　　　　　　第
　　　　　　　豆　四　　　　　　　　　　　一　　4・
　　　　　　ハ　号　デ　　　・　②　①掲内　　停つ　こい以器で俸’
　　　　　　1受関患ルなど間を療　求　げ蓉医委業てたとて外馨に（感
⑧②①う　．）託係宥契お。中穣機受め受る’療託体’だ。感の（縄平染
　　　に受傭受者）誓約、　で保調託る託事医機契翻運し　染感汚宝成症
受受薬撃。計え託の　の書契　あすが着こ者項療薗一約を搬’。予染染す十の
託託務兄賓る責業　食を約　つる認がとにを機が　確答医　防のざる年予・
業葉ので任へ任務一事多文　て止め契が対窮関城　立器療．のおれ感法防
務務嬢お者き着の一の考書　もでた約でし確と菌　しに機、たそて染篠及

　名計要を　　な　業だて　麗なのめと療契と務　場搬い　要るそ原設症
　簿爾奮菅　　案　務も・は　倒る似た。機約のを　合体て　な陰れ体号の
　及警’フ　　施　にこ’　吾こ行受事　麗善業蚕一ξま翻滅　逃療のに）患
　び　以場　　方　つと別　。お為託項　側を務託　　’及菌　理機あよ第者
　一勤　下蕨　　法　い。紙　いを者を　か敢分す　こび消　を繋るり六に
　務　のに　　　　て　2　て行が誠　らり租る一の防幸一行等医汚染対
　表　と傭　　　　　　j　契っ適実　必交’揚．限護業．つ一は療染第す
　　　おえ　　　　苓　亘　釣た亜1こ　要わ軽合　り餓務．た’機さ二る
　　　り’　　　第　又　をとな濯　なす費に　でのを　上匿器れ項隆
　　　で歯　　　　　．廻　は　鰹き滅行　一資ご負ほ　な着付　で療讐てか療一
　　　あ示　　　条　2　織は薗し　料と担’　い濡う　’機をいら1こ
　　　ξで　　　　の　i　で’消な　の。及そ　こ等場　委関含る第開
　　　Σき　　　　七　2　き契毒い　鎧　びの　とに合　託内む医大す
　　　。る　　　　第　の　る約処と　膿　次契　　。よで　すに。療項る
　　　　よ　　　　　　雫　こ期理医　を　に約　　るあ　るお）機ま法

　　　　　　　　　繁
　　　　　　　1　四　　．　　　　　　　．　　　4
　　　　　　（一号デー　　②①鶴内　作っこ．レ）以器で偉
　　　　　　エ受開患ルなど間を療　求　げ容濠委業てたとて外等に（感
③②①う　　）託一係者契お。中確機受め受る’療託鉢’だ。感の（規平染
　　　に受傭受者）等絢’　で保関託る託事医機契鯛’輝し　染感汚宝成症
受受薬整託え託の　の書契　あす揮者・こ者項療麗約を搬’　予染染す十の
託託務瓦貢る責業　食を約、つる・認がとにを機が　確答医　鋳のざる牢予
業業ので任へ任務　事多文　て上．め契が対襲関城　立藷療　のおれ感法防
務務擦お着き着の　の考書　もでた約でし、嬢と菌　しに機　たそて染葎反
目従準三が幅一・縫にに医支と書きでに受消てよ農めれい症第び

　名計票を　　・な　業だて　弱なのめと療・契と務　揚鍛い　要るそ原四症
　簿癒は行　　・実　務いは　測る絶た。機約のを　合体て　な巨れ体号の
　双書・っ　　施　にこ’　に行受事　関替業委　は織減　処療のに）患
　び　以場　　方　つと劉　お為託項　側を務託　　’及菌　翼機あよ第者
　勤　下所　　湊　い。紙　いを者を　か・取分す　こび瀦　を器る抄六に
　務　のに　　　　。て　2　て行が識　らり握る。の防毒　行等医汚染対
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　　第　　　　　　　　　　　　第
　ユ八　2　　　　　五七　　　　．2一　　七　れ　　　　　（　　　　　〔　い　　　　（　　　　（
受受号患た契委　　　2　　　　　1受．て医　　　2　　　　ユ医
託託関者い約託修術　）と守督に　）託．＾療結守．．）をとお　）療い（ザ
蓄音係馨こ文勢」宥（従。点厚つ受受曹命のす点操業定とけ契契機も歯1
のの）のと書約に講財箏　検生い託託の第周る検寺務めしる約約開の科治
洗業　寝㍗こ　該習）者．指省て者者薬囚に諒美点案る’個著書とと用療
濯務　　　　　茜会医の　針健」滅の務条供に務検内心全州に　のす機器
施の　　　　　すは療所・」康（’薬ののす提に業書要国の記　契る諸に
護実　　　　　る’機修　1こ政畷固務案竜る示関者のはあ車載’約・ご関つ
ぼ施　　　　　こ規籍に　し策和診の施策・ガすじは損なる糖す　　と遠い
’方　　　　　と員。セ関　た濁一六療案方六スるで業家いい1こべ　　。）て

観法　　　　　邊第ンす　が長十の施法号のも’務　こは応き　　　吾こ1ほ．
則　　　　　　　　九タる　つ連三用方簿麗供の医案　　と冬じ事　　　分・
繁　　　　　条1審　て知年に法係結と療内　に都て項　　一類保
九　　　　　　　のが項　　’）七供　　）設す機喜　留道’に　　　し守
条　　　　　　十行　　保の月す　　　儲る関を　意府最つ　　　て点
の　　　　　　　三う　　守則十る　　　のこ警整　す巣もい　　　敢検
十　　　　　　　第医　　点添五ガ　　　燥と喜こ傭　・る毎週て　　　りに
鯉　　　　　　　六療　　横2周ス　　　守岱対し　こに切は　　　披隈
緯　　　　　　　号ガ　　のr鍾設　　　点　し’　と一な’　　　っり
に　　　　　　　のス　　業慶致備　　　検　て医　　。律内各　　　て、
定　　　　　　　門保　　務療発の　　　の　　’療　　に容医　　　養
め　　　　　　道安　　をガ第像　　　業　契機　　契と療　　　し第
る　　　　　　　切管　　行ス題守　　　務　約．器　　約す機　　　支七
と　　　　　　塗理　　うの一管　　　に　をの　　掌る関　　　え区
　　　　　　　研鍾　　こ保○理　　　つ　締保　　碩こに　　　な分
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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾

一草　　　　　4
）実性空入　）し
特施誰調退清清一’
定’讐工吹室潔潔遼
感’アき鰭区区切
染区フ蟻の域域に
症域イしガのの使
患のル属ウ濠清・用
者特タ及ン掃縞・

雛鴻確養墓
室貿きい二当消す
の愚真込ヅた青る
清し空みクっのこ
婦た掃寛・ので方と
の方除の遼は湊。
方法機一清切’
法にを一編な入
　よ僅並実室
　り湧び施蒔
．行いご’の

　うた消無手
　こ業毒影法
　と務’燈ゼ
　。の商’

　　　　　　　　　　　　　第
　　　　　　　　　　　　三九　　　　　　　5
　　　（　　　（　．　　（　　行をおな困　　・喜また
　　　3　一一　2　－　　1受施業．有’い難受継’契
と・　）作内　）側ぞ対　）託設者すこよと託続男1」約
に管従清成一容受作ののす受受者のをるのうな法的紙文
区塑箏掃す；こ託業責緒る詫託の清一定一事措必る濯な4書
跳し者のる基責計任栗指賛責業掃め業擾要事施業のを
し一’は方こつ任雨着を導任任務ので者・とな態設務モ取
て業’法とき者のと墜監者宥の業代とし措にがのデり
健務溝　　。・は作陶療督はの実．務付薬て置備天遂ル交
用を掃　　医’戒鰭機・室’磯施に契務はをえ災行契わ
す行湧　　療業　協関官業務方っ約委’譲’讐　約す
るう具　　機肇　議1こ二婁　湊壱・を誘複じ寝1こ　書こ

……義　塞竃春馨ξ竃㍗愛鵜轟音婁く・
が。義　　指滑　フすに滑　　含こを事くの一　考な
望稼薬　　示に　こIる’に　　第と緒業こ洗時　にお．
まお等　　に案　どこ定行　　四等ぶ着と濯約　さ’
し’の．　対地　　。と期わ　　条かご又郡のに　れ契一・
い溝薬．　熔さ　　　。駒れ　　の考と；ま望業そ　た約・
こ掃液　　しれ　　まなる　　七え’複ま務の　い文
・と用を　　たる　　た点よ　　第らあ致しが業　こ書
。具適　　作よ　　’検う　　八れらのい滞務　とに
まは切　　繋う一　一区を従　　号るか洗こるの　。っ
た区に　　謙’　　療行事　　関ごし擢どこ遂　　い
’域僅　　面契　　機レミ者　　係とめ施。と行　　て

瀦ご燭　　を絢　　襲　書こ　　）。代設なのが

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　（

5　　　　　　4
）実性窒入．）
特施能調遼溝清
定書工吹」室潔潔
・感’アき．蒔区区
染区フ鎖の域域
症域イし労のの
患のルローウ清清
者特タ及ン．擬掃

1雛鳩フ欝
講饗ラー差襲

溝し空みクつの
轟た撮口ので方
の方除の遼は法
力湊機清郵’
．法にを婦な入

　よ使並実室
　り用ひ施鰭
　行しに’の
　うた消無手
　こ業毒影法
　と務’燈㍗・
　。の商’

　　　　　　　　　　　　　第
　　　　　　　　　　　　　1九　　　　　　　　5
　　　（　　　（　　　　（　　行をおな麸　　はた
　　　3　　　2　．　　ユ受競業有’い難受継’契
と・　）・作内　）側ぞ対　）誘設者す．こよ一と託続別約
に管従一 ¥成容受作ののす受受者のをるのう一な法的紙文
区理事掃すに議業責繕る託託の清定事捲必る濯な4書
別し着のる基責誘径桑指貴賓業掃め業蟹要事瀧業のを
し’は方こつ任両者を導任任務ので巻とな態設務モ取
て業’法とき着のと医監者者の業代とし．措にがのデり
健務清　　。・は作鑓療督1まの実務行業Iて・餐傭天遂ル交
用、を掃　　医・戒時機．を・職施に契務はをえ災行契わ
す行用　　療薬　鶴欝行業務方っ約委’講’等　約す
るう真　機蔓議に三菱湊いを託複鴻に書こ一
ここや　　語が　室報とが　筈て鰭契数て呉よ　をく
一とと消　　の凋　行警も筐　　（ぶ約のお類り　参
が。毒　　指潅　フす一に滑　　含こ．を事くの一　考な
望な薬．　添に　こる・’に　　第と緒業こ洗時　にお
まお馨　　に実　どこ定行　　囚讐ぶ者と一躍約　さ・’
し’の　　対癒　　。と期わ．　条旗こ又がのに　れ勢
い清楽　　応さ　　。釣れ　　の考とは望業そ　た約
ご掃液　　しれ　　まなる　　七え’複ま務の　い文
と馬を　　たる　　た点よ・　第らあ致しが業・こ書
。具適　　作よ　　’検う　　八れらのい灘務　とに

　は切　　業う　　医室穫　　号るか漉こるの　。つ
　区1こ　　計’　療行事　　襲ごし濯どこ遂　　い
　壊健　　圃契　　機ザ者　　係とめ施。と行　　て
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　　　（・　　　　（2’一　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　2　　　　　王　　　　　　　　　＾　　　　（　　　（
婁薯事）つ番め）医一
な．項薬業て」に医業療を務任医すな　）間き関　）う法　）ど時び讐る
・事や務務はと必・庶務機行内を療るら受再保るか受作一こ緯廃感にの消に法感
項受賞賛’い要機・責関い蓉負機場な託委鷺よら託業と第棄染よガ毒よ葎染
な託任任業うな’蘭任の’にう関含い業託すう開音記。吾物性りウ業り’症
と業春巻務吻は着対そつもとにこ務　る’矛は録　三の廃’．ン務憲鰭の
を務はの責）識’の応のい、のの律との　こ二停の’馨　十処棄感テをめ核子
受に　’麟一任をと業選・了てで関　　。う　と業家作の　七理物染ク行ら予防

受者切　をこすに　　」関　てら情的　　のだ状帳　つに　を汚はの穂殖
託のに　反とる実　　くにま当直揚な　　業場洩票　い開　防物’感二の
責安実　醗∵責施　　　対た該授業溝　　務合を　　です　止な．退染十患
佳全施　さま任さ　　　し’業．業務掃　　関に記　　感る　ずと室症六者
者をさ　せた着れ　　　て再務務以業　　係は録．染法　るの時患年に
に確れ　る’（．る・　　事委にを外務　　帳提し　　性緯　こ適の着液対
揖保る　こ委以よ　　　訪託対受のは　　票示’　．廃（　と切手の棲す
示すだ　と記下う　　　；こ先す託業再　　をすま　　棄昭　。な洗病第る。
するめ　。契r管　　　十のるし務委　　偏るた　　物和　　敢。い室九医
るた．に．　約’業理　　　　分名最だを髭　　　瓦」　　　　を四　　　り　’の十療
とめ必　　に務す　　　な称終責再し　　’と医　　敢十　　吸入清六に
とに要　　姿責る　　　説’的カミ委て　　二が一癖．　り五　　い退掃号関
も必塗・　た倭た　　　弱業責　託は　　年で機　　披年　　な室及）す

　　　（　　　　　（2

要事　）つ番め一）医　．　・　　　8．　　　7・　　6
な項業業一 ﾄ」に産業療一を務任医すな　）開き関　）う湊　）ど時び讐多
事や務務はと必庶務機行内を擦るら受再保るか受作こ葎廃滅にの消に法感
項受賓責’い要機費麗い容負機場な託委響よら一託業と第棄染よガ毒よ緯染
な託任軽業、う稼開任の’1こう関合い業託すう開考記。百物性りウ業り’症
と業者者務’臼鋼は着対そっもとにこ務　る’示植録　三の廃’ン務定結の
を務はの寅）識’の応」のいのの律との　こ作の’等　十地棄感テをめ核子
受に’職径一をと業選　了てで開　邊う　と業求作の　七理物染．ク行ら予防

のる適　見る有滑　　ξ機くいか稼常　　とつ施係　基縞い散。’に憲昭染
愛着・切　をこす1こ　　」関　てら清釣’のだ状帳　づ1こ　を汚はの和症
託のに　反とる案　　くにま童直掃な　　業場況薬　い関　険物’感二の
・賛安・実　醗。寅施一　　対牟該授業溝　　務合を　　です　止な遼染十患
任全麓　さま任さ　　　し　業業務編　　関に記一　感る　ずと室定木者．
者をさ　せた者れ　　　て再務務以業　　係は録　　染湊　るの時患年に
・に穫れ　る’（る　　　事委にを外務　　薩髭し　　性葎　こ遼の着法対
揖保る　こ委以よ　　　前．託対受のは　　稟示’　廃（　と翅事の篠す
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使及こ及にのる化に濯塩一工濯と澄○）本つ行七）　濯合れ連と外方後のに
用ひとひ洗洗こ（像し化チに。水℃す洗よい○洗　にはと勲。の法速危よ
し薬’汚擢濯とパたた（レおこ牽のすをう’℃濯　おI’局劇　もにや険り
　’剤⑧れ列こ「せ後パンいので温き行塩換のは　い消様添　のよかの遼
熔（ラのるあ　クー四；をで場絢湯はう素水道’　て竜一の菱　にりにあ切

を劇場なフ・危　二る状五　化ξし一　　の玉聞て　麹　よた　れ　本

　　　　　言
をは湊②低）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　①下二
選’に繊い寝　　　　　　ウ　　　　　　　　　イ・　アよ　添に　の
定通よ縫物臭濯回以し　ル　　　　（　　　　（方　るが　るめ2よ病方．
し切りのか類す塩上流四）洗　　　イ　　　　ア湊洗場こ一本こ以のる毒湊
てに行種らの・る化に濯塩工濯と濫○）本つ行七）　濯合れ連と外消選感・に・
適洗う類頗」�ｱ（保し化チ」に。水℃す洗よい○洗　にはと知。の義馴染よ
嚢剤こ反に擢とパたた（レおこ．中のすを．う’博濯　お’局別　も方後のり
一校及とび洗に。；せ後パンいの・で濫ぎ行塩換のは　い・消様添　の法遠危遼
用び’汚濯あ　ク一四ヨをで場約湯1まう素水道’　て毒の産　ににや険切

処（ン程なで　）間エとす効要開約浄　添遊温の　動くをる　て瀦舷る毒

一24一



参考。

　　　　　　　　　　4
　　　　　（　　　　（　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　（　　　　　　　＾　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　（

　　　　　3　　　2　　　　　1　字肖　　　　　　8　　　　　7　　　　’6　　　　　5　　　　　　4

　とにさは）で）すぞ）毒といけ）I扱設∵一に余）所・）にの水）整合はず
ま。交一れ’ドあラるれ瀦劃。・るる常う構仕す仕寝憲程寝行場をラすし’る
．た　襖て清ヲるンこ分毒及
’　しい浄イこドと類剰び
ド　　、るなクとリ。し、洗
ラ・鴬フもリ。1　て洗朔
イにイの1処表剤讐
ク　滝ルと二　理　承’の
リ　浄タしン　に　し有管
1　な1’グ　お　　’機塑
二　溶讐有処　い　所溶
ン。剤に機理　て一定着聖

グがつ漆に使の
処　跨い熟お　用　保し
理　らてのい　す　管み
を　れ竿溝て　る　庫抜
行　　　浄使　水　又き。　る一
嘉吉碧艀．喜実一購
合一　フ薮たる　清　欄讐一’
　　に1妻す維霧一喜奮律
’　至も使溶　も　保そ

・決しの用剤の管打一

か寝業こに上る上具。の度具う合使ンるた適こ’
ど翼者と収げこげ類場緯類こ’用ドこも切と
．う類又。納のとのの蕨にのと一すしリとのに’
かのは
を処ク
鴬理リ
に及i
確び二
認敢ン
し扱グ
’い鰯

そがは
の衛’
衛生ク
生立リ
確適1
．傑切二
ににン・

発行グ
めわ斬
るれに
こてお

し終。終処で応じ。すて1。を選④
　’わ　わ理行しみ　ぎ少勉　使走ド
汚っ。つに’うた抜　のな彊．用しラ
染た一た使こ’適き　永くに　　したイ
す寝　寝駕と当∵作　のとお　一’有ク・
る呉　具し。な業・・入室け　処機リ
こ類　類た　薬は　書二る　理溶1
とは　　に消　奏訂、　え固寝　　時奏。＿
の’ @残毒　を繊　竺以輿　間にン
．な包　留剤　選維　　上額　及率グ
い装　す’　定の　売行の　び　処
よす　る有　㌧種．．全う一す　温。洗塑
う一る　こ機　　翠　排こす　度剤を
衛か　　と漆　　し　　水一とぎ　等等
生’　が劃　みし　を。は　をを膏
的又’ ﾈ’　鼓み　行漢’　適適ク
には　い洗　きの　った清　正量望
敢播　よ剤　場彊　た’浄　にに目
り納　う等　等類　後ご独　語混に

　　　　　　　　　　4
　　　　　（　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（

　　　　　3　2　　ユ芋費　。8　　7　　6　　5　」　4
　とにさは）で）すぞ）毒といけ）択一設）にが∵蕨・）にの水）kに合に
ま。交れ’ドあラるれ消義一1。るる常う備仕す仕寝定程密行場をラ調渥に調
た　襖て潜ラるンこ分毒及
’　し．い浄イこドと類潮び
ド　ペるなクとリ。し’洗
ラ　常フもリ「　　て洗翻
イ　にイの1　処　表翔讐
ク清ルと二一理示’の
リ　浄．タしソーに　し有管
1　稼1’グ　お　　’機．理
二　溶等育処・い　蕨溶
ン　都に機理　て　定着珪

グかっ漆に使の
処　傷い剤お　馬　保し
理らてのいす管み
を・れ竺清て　る　庫撞

行る浄使水叉きフ　よ適化周　　竺　熔薬
場　一宣のす　　戸割
合　　三新たる　清　欄等
…こ一　にしめ有　浄　讐は
は　・すいに機　な。に・
’　季も使溶　も　保そ

瀦　」の帰剤　の　誉れ

か寝業こに上る上具の慶具う合使ン整合は整
と具者と収げこげ類揚等類こ’用ドすし’す
う。類又。納のとのの所にのとすしリるた通る
かのは
を処ク
常理リ
に及1
確び二
認取ン
し扱グ
’い師

そがは
の衛’
衛．隻ク

全土リ
確適1
縁切二
ににン
発行グ
めわ斬
るれに
三てお

一し終。終処で広一し自すて1こも切こ
’わ

汚つ
．染た

す寝
る呉
こ類
とは
の’
な色
い装
よす
うる
’衛が

生’
的又
にほ
．敢格

り紬

わ理行じみ
つにうた抜
だ健二鐙き
寝用と当作
具し。な一業
類た
に瀦
残寄
留剤
す’
る有
こ激
と溶
か剤
な’
い艶
よ剤
う馨

薬は
剤’
を繊
1嚢維

定の
し種
’類

し’

みし
抜み
きの
揚彊
讐類

ぎ少処とのにと一
のな理。を選’
水くに
のとお
人もけ
欝三る。

え回寝
は以異
’上額

完行一の

全うす
排こす
水とぎ
を。は
行ま’
った溝
た’浄
後こな

使走④
馬しド
．したラ・
　’有イ
処機一ク

．理溶リ

時翻1
間に二
及水ン
び’グ
渥洗処
慶剤理
等等を
をを行
進適う
正嚢場

一25一



参考

　　　　　第
　　2　工三　　　　　　　　　　　I　　　　　　　5
体し衛．　（　　＾　（・　（　（　　（制’受生受自　　　5　　－　4　　3　　　2　　主従　　　4．
を寝託管託主要洗2）と使にの）そ一の）に治者）着が）一事扱方劇）る湿浄

羅議議搬二警憐簾竃鷲簿養義幕鑑識奮義妻駿
しの’領．’俸隈び乞考　1に剤智者をが者さはそ者業の者管適っ機者。常を

　’処営を麓鰯に消）は　つ’麗又韻あはせりのはに危は理正い漆又　に高
ク理業作設　　と義一に　’　い洗’は告る　’柱患疑」’従一険’　にて．剤滅　’点め

罐琶霧篇鰭幕喝ト誓雛七お蟹雛喜馨こ多琶喜
一二敢ご’及　る繋るに　に布類1指1このと．いあ着せる従．る者み…一　’め
ン扱と従び　こに各よ　従機の二示．は危。なる又な疾一事　こに抜二　適’一
グーいに事寝　と行作る　事溶濃ンに’険　い者．はい患者　と十きン　正溶

び歪凋の　　ま域を一教し洗ばこ者る　がる同一条康　　解一等は　皮の
そ…こ設麹管　　た閥予　育み濯’と又疾　率。場屠　し管　　さの・　及流
の行傭徽理　　’移防　及鏡物施。は患　明合」者　た饗　　嘆特各　び翻
。縫う及底讐　　毛動す・ひきの設　クに　すはが　とに　　　性種・湿濃
のたびさに　　のにる　繕薬遼一’　リ感　る’一　き注　　そ及の　摩度
遼め寝せ係　　移際た　導麹亙設　；染　婁慧類　は意　　一のび　　の及．潜め異るる　　動しめ　に等疲傭　二し　で該感　　’し　　保適襲・織ひ

な自類こ異　　回て’　勢の処及　ン’　は従染　当’　管玉螺　蒋漆・者主をと鉢　　数は第　め適躍び’グ又　’事腫　該従　　及な奏望、に剤

に管管。約　　は’二　る理並器　師は　作者等　従事　　び使　　努槌
こ灘理　匁　　必手の　こ．稼び具　にぞ　繁が患　事者　　一験用洗　め対

　　　　　第
　　2　．1二
体し　．衛　　　　（　　　　（　　（　　　（
制’受生受白　　　5　　　　4　　3　　　2
を寝託管託生数は二）と健にの）鰯は）に治者）従が
整具着理者管は’の徒。用滴．荷受1こそ従従癒叉受事病
備類は要は理必手一2事　讐講生託その事事叉1ま託者毒
しの、額’鉢要洗一の者　に剤管著の疑者さはそ者を感
’処懲を施制最い（は　っ’彊来旨いはせりのは作染
ク理薬作設　小及2
リ及施成設　隈び）移
1ぴ股し傭　に消に動
二敢ご’及　と書掲に
ン扱。と従び　どをげよ
グいに事寝、め纏るる
絹を鹿者具
及適設に類
び正’濁の　く行繋磁
そに設鋼管
。の．行備徹嚢

他う及底讐
のたびさに
適め寝せ係
裟の異るる
な自類こ具
着生をと俸
1こ管管。的
こ二理麓・な

　5
一へ　　・　I　　（

夏従　　　4
）馨＝扱方翔）る湿浄
受裳い法’営こ度効
託．のをに有業とを果
書管適っ機者。常を

　　　　　い洗’はをが’な患疑’業の
　　　　　て剤．霧ク幸浸あ病いしい従…こ危鴬
　　　　　常’異リ省る嚢こての専従験に
　　　　　に布類1し場感と・いあ号事の従
　　　　　従機の二’合染。なる又さあ察
　　　　　事漆消ン捲にの　い宥はせる者
隻奮葎嚢奮秦聖秦姦ぴ震…墓誌慧婁

　　　　　教．し洗；ま從受の　がる岡こに康

評ま理至三し、享蜜）ζ　　　；こ毒素

’　にて剤は　点め
　　さ穫’ク　横る
　　せ事しリ　した
　　る者み1　｝め
　　こに抜二　適’
　　と十きン　正溶
　　妙薬グ　な剤
　　　理翻鰯　濃．申一
　　　解讐は度の
　　　さ一の・　及洗．
　　　芦特各ぴ剤
　　　　性穫湿濃
　　　そ反の度度
　　　のび　　の及　　　保適翌維び
　　　管歪揮　持溶
　　　及な郡に剤
　　　ぴ使　　努相
　　　数馬洗め対

一26一



参考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　　　　（
　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　工み　・　　　別
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　て次　　　　添
　　　1化　　　　2　　　　　　　　　　至饗適に具体俸感2
間遊　〉学　　く　）　　　（℃いス　分　）学切示類に第条）
以離一さ塩的　　江八熱　　　注以る壊た。開蒸蒸釣稼す1こよ六症
上塩ら秦方　　）○湯　　　）」＝．お症だ以気気方消力関り条の
浸索し刑法　2王℃に　　2ユのそ菌し上滅に法泰法す清第予
．す二粉に　度　　以よるべ　　湿れ讐’作薗よ　効のる染二防
こ五’よ　が熱湯上るので大温熱の）肝用器る　果一う消さ項及
とO次る　低湯慶の消での量度にあ・に炎さ讐消　のち寄れかび
（暮璽消　　下に計熱譲留洗の計二る、よウーせを毒　　あ　’方て一ら感
こ冨塩養　す大に湯　慧濯洗1こ○もり・イる渡　　る各法い第条
の呈素　る量よにす物濯よ分の汚ルこ用　も寝る破

・終護1あ物を間憾のポて有・・択／号外にに
姦中三．・熊雛‡羅誓こξ麓一宅　し染め規対一
難1モ等ですす浸鯖をせつも菌．以離一憂俸芸
塩＿を　　留場るす　　れず確るいの（　上　　い及．のる慶

黍暮驚箏禽…麦鵜学業霧器一恵隻暮駿篶
一山 Z㌧　　る’。。　　こ合る。’築風　熱　　と質　の症麗
〇五　　　こ湯　　　　とはこ　山さ菌　に　　　。緯　あのす
○一そ．　との　　　　が’と　これ’　　　　　か　る病る暮分g　　　。濃　　　　あす也　○てガ　O　　　一ら　寝原法

　3
て　れ
衛クら
生。リの

管1衛
嚢二藍
にン管
努グ埋
め繭を
る讐行
こはわ
と’せ一．

。受る．

　託こ
　者と
　の。
　指
　示
　に
　従
　い．

　貢
　佳・

　を
　も

　つ

　　　　2

　　　1化
間遊　）学
以離さ塩釣
上塩ら素方
浸素し剤法
す二総に
こ五’よ
と○次る
（薯醒消
こ冒塩姦
の呈乗
場　酸．

雛1

塩＿を

黍輔
　C一　　し
　で、○五
星分芸

　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　　　　（
　　　　　　　　　　　　　　　至み　　　　　跳
　　　　（　　　　　　　　　　（　て次　　　　添
　　　　2　　　　　　　　　　1理遼にる体緯感2
　　　　）　　　＾℃いス　分　）学切示寝に第条）．
　　江八熱　　　注以る懐だ間蒸蒸豹なす異よ六一症．
　　）○湯　　　）上お痕だ以気気方濃方類り．条の
　21℃に　　2ユのそ麓し上滅に漆毒法に汚第予
度　　以よるべ　　湿れ讐’作繭よ　効の関染二防
が熱温上るので大温熱の）用干擢籍る　栗うすさ項及
低湯度の消での鐙漢一1こあに炎一さ讐消　のちるれかび
下に計熱義蜜瀦の計二るよウせを毒　あ’消てら一感
す大1こ湯　意濯洗に○もりイる使一る各毒い第条
る嚢よ1こ　す物濯よ分の清ルこ用　　も一寝方る五痘
このり一　るが働り蘭を染スとし　　の翼法も項の
と洗温O　ご浬を籍以意さ及自’　　を類　のま思
が濯痩分　と熱回内上むれび　　　　選の　以て者
あ物を間　一に時の作。て有　○　　釈汚　外にに
るを確以　　十に濫用）い芽　○　　し染　の規対
の浸認土　　分消度さにる胞　℃　　て状　病定す
ですす浸　　触毒をせっも菌　以　　燭況　毒する
留場るす　　れず嬢るいの（　上　　い及　盛る医
意合ここ　　なる認こて（酸　の　　るぴ　染感療
すはとと　　い揚すとは汚優　湿　　こ材　の染に
る’。。　　こ合る。’染風　熱・　と質　危症関
1二湯　　　　とはこ　」さ菌　に　　。等　険のす
との　　　　が’と　これ’　　　　　か　の廃る
。温　　　　あす。　○てガ　○　　　ら　あ原湊

　3
て　れ
衛クら
生リの
管1衛
理二生
にン管
努グ翼
め頚を
る等行
こはわ
と’せ
。受る

　託こ
　者と
　の。
　指
　示
　に
　獲
　㍗

一賓

　任
　を
　も

　つ

一27一



参考・

ガ

ス

消

審

に

つ
い
て
」

平
成
十
九

辱

月

十
目

付
区

政

ま

た
、

し

C
T
値
六
〇
〇
○
蓄
『．

冒．

箏

以
上
作
用
さ

せ
る

と

。

　　　　　②
℃以しス1
以上だとあ工
土作も不ら。チ
で燭の活かレ
ーさを化じン
時せ注ガめオ
間る人ス実キ
三か一し（空シ
○’’炭にド
分又大酸しガ
以は気ガたス
上玉圧ス装に
作㎏下’蟹よ
用／でフにる
さ。・五ロェ

せ銃Oソチ
るま℃ガレ
ごて以スン
と力産上讐オ
。澄で）キ

　し四をシ
　五時混ド
　○麗合ガ

消・

嚢

　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ

　　　　　4　　　　　3　　　　　一・　2
　　　　①）　（上　）　　（以界　）　　一宮
閥をに　　ガ　注でタク　　泣上面逆界　　蓬を
蝸つあホスー三ロロ　一で濡性菌　一下
上時きらルに褐　Oリ・るを　三僅石活意離　ら
触にホかムよ染塩分．ルルの行法○勲け性．す塩汚な
れ蒸ルじアるす秦闘へへでつ濯分をん割る表れと

喜誓会喜多難雅衛婁㍊鵬竿隻…護婁ξ
るせル室ヒ
こ’デにド’

と蜜ヒしガ
。開ドたス
・し六裂に
だ9一置よ
ま以にる
ま上客消
六反積轟
・○び一
℃水・．立

以四方
上○メ

で91
七以ト
簿上ル

とク浸’ジジすらも上し両る。が度）
が口す！ンるでの浸’牲消
あiこのにこ疲をすそ界毒
るルと適よとい瀦この面
のへ。止る。と毒と適活
でキ
留シ
書ジ
すン
るを
こ傍
と馬
．。 ｷ
　る
　と

希消
駅毒
水
溶
液
中

空

○

氾
以

消す。正蛙
轟る
効場
乗合
がは
な’
い十
こ分一

と．す

がす
あぎ

稀勲
釈簿
水の・
溶殺
液薗
中劾
に果
三の
○あ
℃る

極の邊
端箸
にし
低い
下洗
す・躍

る物
・この

と場

が合
あは
る　’

の’I
で衰
留遊

　　　　　②
上作も不
で馬の活あ睡
一さを化らイビ
時せ注ガか工
鶴る人ス．じチ
三かし（めレ
○’’炭真ン
分又大酸空ガ
払は気ガにス

　　　　　＾　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　・　　＾

　　　　　4　　　　　3　　　　　　　2
　　　　①）　（上　）　　（以界　）　　　憂
間をに　・ガ　注ヤ．タク　　泣上面迷界　　窪を
以属つあホス　）三日目　　）で活性面　　）下一
上蒔きらルに褐　○l　lるを　三桂看．清意灘　ら
紬に衣かムよ染塩分ルルの行法○割け性す塩汚な
れ蒸ルじアるす素開へへでつ．濯分．をん熱る索れヒ、一

さ発ムめル消る剤以キ．キ留てし開使液にこ濃の」
せさア翼デ毒こ一と上シシ意かた必用’よと度程く
るせル空ど
こ’デにド

上皇厘スしにと密ヒしガ
作㎏下’たよ。藤ドたス
用／でフ嚢る
さC五1コ置消
せ㎡○ンに寄
るま℃ガ酸
ごて以ス化
と棚上等エ
。圧で）チ
　し四をレ
　五時混ン
　○聞合ガ
　℃以しス
　以上だと

し六装に
だ9箇よ
ま以にる
ま上客消
六反積毒
○び一
℃本立．一

以四方
上○メ

で91
七以ト
時土ル

とク浸ジジすらも上し爾る。が度）
が1コー ｷソンるでの浸’憧消
あiこのにこなをすそ界毒
るルと適よとい消この繭
のへ。止る。と．毒と遼落
でキ
留シ
意ジ
すン
るを
こ傍
と用
。す

　る
　と

希消
釈寿
永

溶
液
中

に

○
℃
以

消・す。疋僅
毒る
動場
果合
がは
な’
い十
こ分
とす
がす
あぎ

希剤
親等・
一永の

溶殺
液画
中効
1こ果

三の
○あ
℃る

極の。
端著
にし
低い
下洗
す綴
る物
この
と場
が合
あは
る’
の終
で宋
留遊

一28一



参考

がす
あべ
る．て

のの
で洗
注擢
煮物
すが
るガ
こス
とに
。十

、分

　触
　れ
　な
　い

と

意

す
る

と

。

払
う

と

と

も

に

引

火
僅
が
あ

る

で

火
気
に

注

染

す
る

こ

と

が

な

い
よ

う

換
気
に

棚
心

の

注
意
を

作
業

蕨
内

の
窒

気
を

汚

（
注

ス

に

よ

る

消
毒
を

行
う

場
合
に
．は

ス

が

通
勲
）
を

遵
守

す
る

と

。

く1を

一29一．


